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北九州市建築基準法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和７年３月３１日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

北九州市規則第１８号 

北九州市建築基準法施行細則の一部を改正する規則 

北九州市建築基準法施行細則（昭和４６年北九州市規則第７１号）の一部を

次のように改正する。 

第７条本文中「次条第１項」を「次条」に改め、同条ただし書中「法第６条

の２第１項（法第８７条第１項、第８７条の４並びに第８８条第１項及び第２

項において準用する場合を含む。次条第２項、第７条の４及び第７条の５にお

いて同じ。）の規定により」を削り、「（次条第２項、第７条の４及び第７条

の５において」を「（以下」に改める。 

第７条の２第２項前段中「法第６条の２第１項の規定により確認」を「許可

等」に改める。 

第７条の３本文中「受けた建築物等」の次に「（指定確認検査機関の認定を

受けた建築物等を除く 。）」 を加え、同条ただし書中「市長」の次に「又は建

築主事」を加え、「次条において同じ。」を削る。 

第７条の４本文中「工事完了前に」の次に「施行規則第３条の２各項に規定

する軽微な変更又は前条ただし書の」を加え、同条ただし書中「法第６条の２

第１項の規定により」を削り、「確認を」を「許可等を」に改める。 

第７条の５ただし書中「第６条の２第１項」の次に「（法第８７条第１項、

第８７条の４並びに第８８条第１項及び第２項において準用する場合を含む。 

）」を加える。 

第７条の６第２項中「第７条の２（第１項第１号を除く 。）」 を「第７条の

２第１項（第１号を除く 。）」 に、「前３条」を「前２条」に改め、同条に次

の１項を加える。 

３ 法第１８条第４項（法第８７条第１項、第８７条の４並びに第８８条第１

項及び第２項において準用する場合を含む。）の規定により確認済証の交付

を受けた者については、第７条の２（第１項第１号を除く。）の規定を準用

する。 

付 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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北九州市職員退職手当支給条例施行規則及び北九州市旅費条例施行規則の一

部を改正する規則をここに公布する。 
令和７年３月３１日 

                    北九州市長 武 内 和 久 
北九州市規則第１９号 

北九州市職員退職手当支給条例施行規則及び北九州市旅費条例施 

行規則の一部を改正する規則 
 （北九州市職員退職手当支給条例施行規則の一部改正） 
第１条 北九州市職員退職手当支給条例施行規則（昭和３８年北九州市規則第

２２号）の一部を次のように改正する。 
  第９条前段中「エ」を「オ」に改める。 
  別表のエの表中「以後の基礎在職期間」を「から令和７年３月３１日まで

の間の基礎在職期間」に改め、同表の第１号区分の項中「以後適用されてい

る給与条例（以下「令和５年４月以後の給与条例」を「から令和７年３月３

１日までの間において適用されていた給与条例（以下「令和５年４月以後令

和７年３月以前の給与条例」に改め、同表の第２号区分の項から第８号区分

の項までの規定中「令和５年４月以後の給与条例」を「令和５年４月以後令

和７年３月以前の給与条例」に改め、同表の次に次の１表を加える。 
  オ 令和７年４月１日以後の基礎在職期間における職員の区分についての 
   表 

第１号区分 令和７年４月１日以後適用されている給与条例（以下「

令和７年４月以後の給与条例」という。）の特定任期付

職員給料表の適用を受けていた者で同表の７号給の給料

月額以上の給料月額を受けていたもの 

第２号区分 （１） 公営企業の管理者 

（２） 令和７年４月以後の給与条例の行政職給料表の

適用を受けていた者でその属する職務の級が７級であ

ったもの 

（３） 令和７年４月以後の給与条例の消防職給料表の

適用を受けていた者でその属する職務の級が７級であ

ったもの 

（４） 令和７年４月以後の給与条例の医療職給料表（ 
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１）の適用を受けていた者でその属する職務の級が４級

であったもの 

（５） 令和７年４月以後の給与条例の特定任期付職員

給料表の適用を受けていた者で同表の６号給の給料月

額を受けていたもの 

第３号区分 令和７年４月以後の給与条例の特定任期付職員給料表の

適用を受けていた者で同表の５号給の給料月額を受けて

いたもの 

第４号区分 （１） 令和７年４月以後の給与条例の行政職給料表の

適用を受けていた者でその属する職務の級が６級であ

ったもの 

（２） 令和７年４月以後の給与条例の消防職給料表の

適用を受けていた者でその属する職務の級が６級であ

ったもの 

（３） 令和７年４月以後の給与条例の教育職給料表（

１）の適用を受けていた者でその属する職務の級が４

級であったもの 

（４） 令和７年４月以後の給与条例の研究職給料表の

適用を受けていた者でその属する職務の級が４級であ

ったもの 

（５） 令和７年４月以後の給与条例の医療職給料表（

１）の適用を受けていた者でその属する職務の級が３

級であったもの 

（６） 令和７年４月以後の給与条例の特定任期付職員

給料表の適用を受けていた者で同表の４号給の給料月

額を受けていたもの 

第５号区分 （１） 令和７年４月以後の給与条例の行政職給料表の

適用を受けていた者でその属する職務の級が５級であ

ったもの 
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（２） 令和７年４月以後の給与条例の消防職給料表の

適用を受けていた者でその属する職務の級が５級であ

ったもの 

（３） 令和７年４月以後の給与条例の教育職給料表（

１）の適用を受けていた者でその属する職務の級が３

級であったもの 

（４） 令和７年４月以後の給与条例の研究職給料表の

適用を受けていた者でその属する職務の級が３級であ

ったもの 

（５） 令和７年４月以後の給与条例の医療職給料表（

１）の適用を受けていた者で職制上の段階の医事職の

３等級に分類された職を占めていたもの 

（６） 令和７年４月以後の給与条例の医療職給料表（

２）の適用を受けていた者でその属する職務の級が５

級であったもの 

（７） 令和７年４月以後の給与条例の特定任期付職員

給料表の適用を受けていた者で同表の３号給の給料月

額を受けていたもの 

第６号区分 （１） 令和７年４月以後の給与条例の行政職給料表の

適用を受けていた者でその属する職務の級が４級であ

ったもの 

（２） 令和７年４月以後の給与条例の消防職給料表の

適用を受けていた者でその属する職務の級が４級であ

ったもの 

（３） 令和７年４月以後の給与条例の教育職給料表（

１）の適用を受けていた者でその属する職務の級が特

２級であったもの 

（４） 令和７年４月以後の給与条例の研究職給料表の

適用を受けていた者でその属する職務の級が２級であ 
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 ったもの 

（５） 令和７年４月以後の給与条例の医療職給料表（

１）の適用を受けていた者で職制上の段階の医事職の

２等級に分類された職を占めていたもの 

（６） 令和７年４月以後の給与条例の医療職給料表（

２）の適用を受けていた者でその属する職務の級が４

級であったもの 

（７） 令和７年４月以後の給与条例の医療職給料表（

３）の適用を受けていた者でその属する職務の級が４

級であったもの 

（８） 令和７年４月以後の給与条例の特定任期付職員

給料表の適用を受けていた者で同表の２号給の給料月

額を受けていたもの 

第７号区分 （１） 令和７年４月以後の給与条例の行政職給料表の

適用を受けていた者でその属する職務の級が３級であ

ったもの 

（２） 令和７年４月以後の給与条例の消防職給料表の

適用を受けていた者でその属する職務の級が３級であ

ったもの 

（３） 令和７年４月以後の給与条例の教育職給料表（

１）の適用を受けていた者でその属する職務の級が２

級であったもの 

（４） 令和７年４月以後の給与条例の医療職給料表（

１）の適用を受けていた者で職制上の段階の医事職の

１等級に分類された職を占めていたもの 

（５） 令和７年４月以後の給与条例の医療職給料表（

２）の適用を受けていた者でその属する職務の級が３

級であったもの 

（６） 令和７年４月以後の給与条例の医療職給料表（ 
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 ３）の適用を受けていた者でその属する職務の級が３

級であったもの 

第８号区分 （１） 令和７年４月以後の給与条例の行政職給料表の

適用を受けていた者でその属する職務の級が２級であ

ったもの 

（２） 令和７年４月以後の給与条例の消防職給料表の

適用を受けていた者でその属する職務の級が２級であ

ったもの 

（３） 令和７年４月以後の給与条例の教育職給料表（

１）の適用を受けていた者でその属する職務の級が１

級であったもののうち市長が定めるもの 

（４） 令和７年４月以後の給与条例の研究職給料表の

適用を受けていた者でその属する職務の級が１級であ

ったもの 

（５） 令和７年４月以後の給与条例の医療職給料表（

２）の適用を受けていた者でその属する職務の級が２

級であったもの 

（６） 令和７年４月以後の給与条例の医療職給料表（

３）の適用を受けていた者でその属する職務の級が２

級であったもの 

第９号区分 第１号区分から第８号区分までのいずれの職員の区分に

も属しないこととなる者 
 

（北九州市旅費条例施行規則の一部改正） 
第２条 北九州市旅費条例施行規則（昭和３８年北九州市規則第１２１号）の

一部を次のように改正する。 
  別表第２の教育職給料表（２）級別基準職務表の欄を削る。 
   付 則 
 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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失業者の退職手当支給規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年３月３１日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

北九州市規則第２０号 

   失業者の退職手当支給規則の一部を改正する規則 

 失業者の退職手当支給規則（昭和４４年北九州市規則第２５号）の一部を次

のように改正する。 

 第５条の３第２号中「就業手当又は」を削る。 

 第１３条第１項中「雇用保険法第５６条の３第１項第１号イに該当する者に

係る就業促進手当（以下「就業手当」という。）に相当する退職手当にあって

は就業手当に相当する退職手当支給申請書（第１３号様式）に、同項第１号ロ

」を「雇用保険法第５６条の３第１項第１号」に改める。 

 第１４条各号列記以外の部分中「次の各号に掲げる退職手当に応じ、当該各

号に定める」を「雇用保険法第５６条の３第４項の規定により基本手当を支給

したものとみなされる日数に相当する」に改め、同条第１号及び第２号を削る

。 

第１３号様式を次のように改める。 

第１３号様式 削除 

   付 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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北九州市告示第９５号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと

おり道路の区域を変更する。 

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市都市整備局道路部管理課

において、一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月３１日 

北九州市長 武 内 和 久   

１ 道路の種類 国道 

２ 路線名等 

整理番号 

 

 

路線 名  

 

 

変更

前後

の別 

区域変更の区間 

 

 

幅員 

(ｍ) 

 

延長 

(ｍ) 

 

１９９ １９９

号 

前 北九州市門司区西海岸一丁

目４番１０地先から 

北九州市八幡西区美吉野町

１１６７番７地先まで 

5.3 

～ 

85.5 

46,851.0 

  後 北九州市門司区西海岸一丁

目４番１０地先から 

北九州市八幡西区美吉野町

１１６７番７地先まで 

5.3 

～ 

85.5 

46,933.1 

３２２ ３２２

号 

前 北九州市小倉北区片野四丁

目１９６番地先から 

北九州市小倉南区大字呼野

３４番１地先まで 

6.7 

～ 

65.6 

26,138.2 

  後 北九州市小倉北区片野四丁

目１９６番地先から 

北九州市小倉南区大字呼野

３４番１地先まで 

6.7 

～ 

65.6 

26,138.2 
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北九州市告示第９６号  
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次のと

おり令和７年３月３１日から道路の供用を開始する。  
 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市都市整備局道路部管理課

において、一般の縦覧に供する。  
  令和７年３月３１日  

北九州市長 武 内 和 久   
１ 道路の種類 国道  
２ 路線名等  

整理番号  路線名  供用開始の区間  

１９９  １９９号  北九州市門司区西海岸一丁目４番１０地先から  
北九州市八幡西区美吉野町１１６７番７地先まで  

３２２  ３２２号  北九州市小倉北区片野四丁目１９６番地先から  
北九州市小倉南区大字呼野３４番１地先まで  
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北九州市告示第９７号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと

おり道路の区域を変更する。 

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市都市整備局道路部管理課

において、一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月３１日 

北九州市長 武 内 和 久   

１ 道路の種類 県道 

２ 路線名等 

整理番号 

 

 

路線 名  

 

 

変更

前後

の別 

区域変更の区間 

 

 

幅員 

(ｍ) 

 

延長 

(ｍ) 

 

２７８ 払川折

尾線 

前 北九州市若松区大字払川６

９１番地先から 

北九州市八幡西区折尾一丁

目１５９６番４地先まで 

2.9 

～ 

35.8 

5,012.0 

  後 北九州市若松区大字払川６

９１番地先から 

北九州市八幡西区折尾一丁

目１５９６番４地先まで 

2.9 

～ 

35.8 

5,010.0 
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北九州市告示第９８号  
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次のと

おり令和７年３月３１日から道路の供用を開始する。  
 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市都市整備局道路部管理課

において、一般の縦覧に供する。  
  令和７年３月３１日  

北九州市長 武 内 和 久   
１ 道路の種類 県道  
２ 路線名等  

整理番号  路線名  供用開始の区間  

２７８  払川折尾

線  
北九州市若松区大字払川６９１番地先から  
北九州市八幡西区折尾一丁目１５９６番４地先ま

で  
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北九州市告示第９９号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと

おり道路の区域を決定する。 

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市都市整備局道路部管理課

において、一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月３１日 

北九州市長 武 内 和 久   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 

 

路線名 

 

区域決定の区間 

 

幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

６３１２ 上石田

３０号

線 

小倉南区上石田二丁目４７７

番１０９１地先から 

小倉南区上石田二丁目４７７

番１０８７地先まで 

6.0 

～ 

6.1 

42.6 

６３１９ 日の出

町１１

号線 

小倉南区日の出町一丁目５０

番２１地先から 

小倉南区日の出町一丁目５０

番２４地先まで 

5.0 48.5 
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北九州市告示第１００号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと

おり道路の区域を変更する。 

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市都市整備局道路部管理課

において、一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月３１日 

北九州市長 武 内 和 久   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 

 

 

路線 名  

 

 

変更

前後

の別 

区域変更の区間 

 

 

幅員 

(ｍ) 

 

延長 

(ｍ) 

 

１１３５ 青葉３

号線 

前 小倉北区青葉二丁目４番２

地先から 

小倉北区青葉二丁目３０１

番地先まで 

6.0 

～ 

8.1 

134.3 

  後 小倉北区青葉二丁目４番２

地先から 

小倉北区青葉二丁目３０１

番地先まで 

5.9 

～ 

7.6 

134.3 

１１３６ 青葉４

号線 

前 小倉北区大門橋通１番１地

先から 

小倉北区青葉二丁目２１７

番１地先まで 

8.0 

～ 

9.6 

297.5 

  後 小倉北区青葉二丁目１番１

地先から 

小倉北区青葉二丁目２１７

番１地先まで 

8.0 

～ 

10.0 

299.8 

１１９２ 泉台４

号線 

前 小倉北区泉台一丁目２５４

４番６地先から 

小倉北区泉台一丁目８１６

番地先まで 

6.5 

～ 

11.6 

355.4 
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  後 小倉北区泉台一丁目２５４

４番６地先から 

小倉北区泉台一丁目８１６

番１地先まで 

7.0 

～ 

13.0 

361.7 

１４４４ 神岳２

号線 

前 小倉北区神岳一丁目１０番

７９地先から 

小倉北区神岳一丁目三萩野

三丁目まで 

3.6 

～ 

13.5 

311.1 

  後 小倉北区神岳一丁目１０番

７９地先から 

小倉北区神岳一丁目神岳歩

道橋まで 

10.0 

～ 

10.2 

312.3 

１６４９ 清水３

３号線 

前 小倉北区清水五丁目２５３

１番８６地先から 

小倉北区清水五丁目２５３

０番３２地先まで 

3.5 

～ 

5.5 

150.6 

  後 小倉北区清水五丁目２５３

１番８６地先から 

小倉北区清水五丁目２５３

０番３２地先まで 

3.5 

～ 

4.3 

145.5 

１７２４ 熊本８

号線 

前 小倉北区熊本三丁目１２７

０番１地先から 

小倉北区熊本三丁目１３５

４番２地先まで 

0.8 

～ 

6.3 

242.2 

  後 小倉北区熊本三丁目１２７

０番１地先から 

小倉北区熊本三丁目１３５

４番２地先まで 

0.8 

～ 

6.5 

242.8 

１７２５ 熊本９

号線 

前 小倉北区熊本三丁目１２７

９番地先から 

小倉北区熊本三丁目１２８

４番地先まで 

1.8 30.4 
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  後 小倉北区熊本三丁目１２７

９番７地先から 

小倉北区熊本三丁目１２８

４番３地先まで 

6.0 

～ 

6.1 

31.0 

１９９９ 皿山町

３号線 

前 小倉北区皿山町２４８５番

２地先から 

小倉北区皿山町２５５１番

５地先まで 

3.9 

～ 

5.6 

319.9 

  後 小倉北区皿山町２４８５番

２地先から 

小倉北区皿山町２５５１番

５地先まで 

3.9 

～ 

5.6 

313.3 

２００３ 皿山町

７号線 

前 小倉北区皿山町２５７１番

１地先から 

小倉北区皿山町２５６９番

３９地先まで 

4.9 

～ 

10.9 

272.9 

  後 小倉北区皿山町１番地先か

ら 

小倉北区皿山町２５６９番

３９地先まで 

4.9 

～ 

12.3 

263.2 

２７４０ 東港５

号線 

前 小倉北区東港二丁目４番３

地先から 

小倉北区東港二丁目４番３

地先まで 

7.6 

～ 

9.9 

119.9 

  後 小倉北区東港二丁目４番３

地先から 

小倉北区東港二丁目４番１

３地先まで 

13.1 

～ 

14.6 

118.0 

３１０６ 皿山町

１４号

線 

前 小倉北区皿山町１番地先か

ら 

小倉北区皿山町１９４８番

地先まで 

11.0 

～ 

14.0 

299.9 
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  後 小倉北区皿山町１番地先か

ら 

小倉北区皿山町１９４８番

地先まで 

11.0 

～ 

14.0 

297.9 

１２９７ 上吉田

１０号

線 

前 小倉南区上吉田五丁目３０

８番１地先から 

小倉南区上吉田二丁目５８

７番１地先まで 

2.0 

～ 

10.1 

334.1 

  後 小倉南区上吉田五丁目３０

８番１地先から 

小倉南区上吉田二丁目５８

７番１地先まで 

2.0 

～ 

10.1 

334.1 

４５０５ 星和台

上石田

１号線 

前 小倉南区星和台二丁目４７

７番７６６地先から 

小倉南区上石田二丁目４７

７番７８５地先まで 

6.0 

～ 

11.2 

196.2 

  後 小倉南区星和台二丁目４７

７番７６６地先から 

小倉南区上石田二丁目４７

７番７８５地先まで 

6.0 

～ 

6.3 

196.1 

７７７ 本城５

号線 

前 八幡西区御開四丁目３９６

４番４地先から 

八幡西区本城学研台二丁目

２１番１０８地先まで 

7.2 

～ 

10.1 

1,262.8 

  後 八幡西区御開四丁目３９６

４番５地先から 

八幡西区本城学研台二丁目

２１番１０８地先まで 

7.2 

～ 

10.1 

1,262.8 

７７８ 本城６

号線 

前 八幡西区御開三丁目３９６

３番５地先から 

八幡西区御開三丁目３９８

７番地先まで 

8.2 

～ 

21.1 

546.3 
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  後 八幡西区御開三丁目３９６

３番５地先から 

八幡西区御開三丁目３９８

７番地先まで 

8.3 

～ 

21.1 

545.9 

７７９ 本城７

号線 

前 八幡西区大字本城２６３８

番１３地先から 

八幡西区大字本城３４９０

番１地先まで 

3.7 

～ 

8.4 

619.7 

  後 八幡西区御開一丁目２６０

６番７地先から 

八幡西区御開一丁目３４９

０番１地先まで 

3.7 

～ 

8.4 

620.2 

２４８１ 北鷹見

町２号

線 

前 八幡西区北鷹見町５１３番

１５地先から 

八幡西区北鷹見町５１９番

２地先まで 

4.0 

～ 

6.1 

63.0 

  後 八幡西区北鷹見町５１３番

１５地先から 

八幡西区北鷹見町５１９番

２地先まで 

4.0 

～ 

6.1 

66.0 

４９３５ 本城６

５号線 

前 八幡西区大字本城３９６７

番１地先から 

八幡西区大字本城４０２３

番１地先まで 

3.5 

～ 

9.4 

505.8 

  後 八幡西区御開四丁目３９６

７番３地先から 

八幡西区御開三丁目４０１

０番８０地先まで 

3.5 

～ 

9.4 

505.7 

４９４２ 本城７

２号線 

前 八幡西区大字本城３９６０

番１地先から 

八幡西区御開四丁目３８９

７番１地先まで 

5.1 

～ 

6.5 

474.9 
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  後 八幡西区御開四丁目３９４

５番１８地先から 

八幡西区御開四丁目３８９

７番１地先まで 

5.1 

～ 

7.5 

505.5 

４９５０ 本城８

０号線 

前 八幡西区大字本城３４２２

番４地先から 

八幡西区大字本城３６１０

番３地先まで 

5.6 

～ 

6.3 

384.3 

  後 八幡西区大字本城３４２２

番４地先から 

八幡西区御開四丁目３６１

０番３地先まで 

5.6 

～ 

6.3 

384.8 

４９５１ 本城８

１号線 

前 八幡西区大字本城３４５３

番１地先から 

八幡西区大字本城２７０４

番１地先まで 

5.6 

～ 

8.1 

395.7 

  後 八幡西区大字本城３４５２

番２地先から 

八幡西区大字本城２７０４

番１地先まで 

5.6 

～ 

8.3 

396.0 

４９５４ 本城８

４号線 

前 八幡西区大字本城３６３２

番地先から 

八幡西区大字本城３９６２

番１地先まで 

6.7 

～ 

7.7 

93.7 

  後 八幡西区御開三丁目３６３

２番１地先から 

八幡西区御開三丁目３９６

１番１２地先まで 

6.7 

～ 

7.7 

93.1 

４９５６ 本城８

６号線 

前 八幡西区大字本城３５９５

番４地先から 

八幡西区大字本城３６２８

番２地先まで 

5.0 187.8 
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  後 八幡西区御開三丁目３５９

５番４地先から 

八幡西区御開三丁目３６２

８番２地先まで 

5.0 

～ 

5.1 

187.4 

４９５７ 本城８

７号線 

前 八幡西区大字本城３４６０

番１地先から 

八幡西区大字本城３５９２

番１地先まで 

4.2 

～ 

7.1 

278.2 

  後 八幡西区御開三丁目３４６

０番１地先から 

八幡西区御開三丁目３５９

２番５地先まで 

4.2 

～ 

7.1 

278.4 

４９６０ 本城９

０号線 

前 八幡西区大字本城３４８５

番１地先から 

八幡西区大字本城３４７５

番１地先まで 

2.3 

～ 

2.9 

141.6 

  後 八幡西区御開三丁目３４８

５番１地先から 

八幡西区御開三丁目３４７

５番１地先まで 

2.3 

～ 

2.9 

141.7 

４９６１ 本城９

１号線 

前 八幡西区大字本城３４７６

番６地先から 

八幡西区大字本城３４７５

番１地先まで 

4.9 

～ 

5.0 

15.7 

  後 八幡西区御開三丁目３４７

６番６地先から 

八幡西区御開三丁目３４７

５番１地先まで 

4.9 

～ 

5.0 

15.6 

４９６２ 本城９

２号線 

前 八幡西区大字本城３４７５

番２地先から 

八幡西区御開三丁目３４７

３番９地先まで 

3.3 

～ 

4.1 

85.1 
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  後 八幡西区御開三丁目３４７

５番２地先から 

八幡西区御開三丁目３４７

３番９地先まで 

3.3 

～ 

4.1 

83.7 

４９９１ 本城１

２１号

線 

前 八幡西区大字本城１９２５

番１地先から 

八幡西区大字本城１８９２

番１地先まで 

1.0 

～ 

2.2 

87.6 

  後 八幡西区大字本城１９２５

番１地先から 

八幡西区大字本城１８９２

番１地先まで 

1.0 

～ 

2.2 

88.1 

５０１１ 本城１

４１号

線 

前 八幡西区大字本城２６０４

番１地先から 

八幡西区大字本城３４９３

番４地先まで 

2.2 

～ 

3.8 

345.8 

  後 八幡西区御開一丁目２６０

４番１地先から 

八幡西区御開一丁目３４９

３番４地先まで 

2.2 

～ 

3.8 

346.2 

５０１６ 本城１

４６号

線 

前 八幡西区大字本城２６３５

番１地先から 

八幡西区大字本城２６３８

番１３地先まで 

4.0 

～ 

5.2 

29.5 

  後 八幡西区御開一丁目２６３

５番１地先から 

八幡西区御開一丁目２６０

６番７地先まで 

4.5 

～ 

5.0 

29.4 

５９４１ 本城１

７１号

線 

前 八幡西区大字本城２６０５

番３地先から 

八幡西区大字本城２５６４

番３地先まで 

6.0 

～ 

12.3 

670.5 
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  後 八幡西区御開一丁目２６０

５番３地先から 

八幡西区御開一丁目２５６

４番３地先まで 

6.0 

～ 

12.1 

671.3 

６２３７ 御開５

号線 

前 八幡西区御開一丁目１９７

４番２地先から 

八幡西区御開一丁目１９７

４番５地先まで 

4.0 

～ 

7.4 

41.7 

  後 八幡西区御開一丁目１９７

４番４地先から 

八幡西区御開一丁目１９７

４番５地先まで 

4.0 

～ 

4.1 

41.6 

６５２２ 本城１

９２号

線 

前 八幡西区大字本城２６５６

番５地先から 

八幡西区大字本城１９４５

番９地先まで 

4.0 

～ 

7.5 

159.8 

  後 八幡西区大字本城２６５６

番５地先から 

八幡西区大字本城１９４５

番９地先まで 

4.0 

～ 

7.5 

159.8 

６９０２ 本城２

５６号

線 

前 八幡西区大字本城２６４３

番７地先から 

八幡西区大字本城２６６４

番２地先まで 

10.0 

～ 

10.9 

112.9 

  後 八幡西区大字本城２６４３

番７地先から 

八幡西区大字本城２６６４

番２地先まで 

10.5 

～ 

13.6 

112.0 

６９０３ 本城２

５７号

線 

前 八幡西区大字本城２６３８

番１１地先から 

八幡西区大字本城２６３８

番２９地先まで 

6.0 

～ 

6.3 

23.2 
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  後 八幡西区大字本城２６３８

番３５地先から 

八幡西区大字本城２６３８

番２９地先まで 

6.0 

～ 

6.3 

23.0 

６９２２ 本城２

５８号

線 

前 八幡西区大字本城３４２７

番１地先から 

八幡西区大字本城３４４８

番３地先まで 

10.1 

～ 

11.8 

131.4 

  後 八幡西区大字本城３４２７

番１地先から 

八幡西区大字本城３４４８

番３地先まで 

11.0 

～ 

12.4 

131.5 

１２５５ 新池５

号線 

前 戸畑区新池三丁目５１０３

番６地先から 

戸畑区新池三丁目５１００

番３地先まで 

4.5 

～ 

7.2 

26.4 

  後 戸畑区新池三丁目５１０３

番６地先から 

戸畑区新池三丁目５１００

番３地先まで 

5.3 

～ 

7.2 

24.6 

１２７５ 新池２

５号線 

前 戸畑区新池三丁目５１３０

番１地先から 

戸畑区新池三丁目５１０２

番２地先まで 

3.9 

～ 

16.7 

340.8 

  後 戸畑区新池三丁目５１３０

番１地先から 

戸畑区新池三丁目５１００

番３地先まで 

3.9 

～ 

4.1 

293.5 
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北九州市告示第１０１号  
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次のと

おり令和７年３月３１日から道路の供用を開始する。  
 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市都市整備局道路部管理課

において、一般の縦覧に供する。  
  令和７年３月３１日  

北九州市長 武 内 和 久   
１ 道路の種類 市道  
２ 路線名等  

整理番号  路線名  供用開始の区間  

１１３５  青葉３号

線  
小倉北区青葉二丁目４番２地先から  
小倉北区青葉二丁目３０１番地先まで  

１１３６  青葉４号

線  
小倉北区青葉二丁目１番１地先から  
小倉北区青葉二丁目２１７番１地先まで  

１１９２  泉台４号

線  
小倉北区泉台一丁目２５４４番６地先から  
小倉北区泉台一丁目８１６番１地先まで  

１４４４  神岳２号

線  
小倉北区神岳一丁目１０番７９地先から  
小倉北区神岳一丁目神岳歩道橋まで  

１６４９  清水３３

号線  
小倉北区清水五丁目２５３１番８６地先から  
小倉北区清水五丁目２５３０番３２地先まで  

１７２４  熊本８号

線  
小倉北区熊本三丁目１２７０番１地先から  
小倉北区熊本三丁目１３５４番２地先まで  

１７２５  熊本９号

線  
小倉北区熊本三丁目１２７９番７地先から  
小倉北区熊本三丁目１２８４番３地先まで  

１９９９  皿山町３

号線  
小倉北区皿山町２４８５番２地先から  
小倉北区皿山町２５５１番５地先まで  

２００３  皿山町７

号線  
小倉北区皿山町１番地先から  
小倉北区皿山町２５６９番３９地先まで  
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２７４０  東港５号

線  
小倉北区東港二丁目４番３地先から  
小倉北区東港二丁目４番１３地先まで  

３１０６  皿山町１

４号線  
小倉北区皿山町１番地先から  
小倉北区皿山町１９４８番地先まで  

４５０５  星和台上

石田１号

線  

小倉南区星和台二丁目４７７番７６６地先から  
小倉南区上石田二丁目４７７番７８５地先まで  

６３１２  上石田３

０号線  
小倉南区上石田二丁目４７７番１０９１地先から  
小倉南区上石田二丁目４７７番１０８７地先まで  

６３１９  日の出町

１１号線  
小倉南区日の出町一丁目５０番２１地先から  
小倉南区日の出町一丁目５０番２４地先まで  

７７７  本城５号

線  
八幡西区御開四丁目３９６４番５地先から  
八幡西区本城学研台二丁目２１番１０８地先まで  

７７８  本城６号

線  
八幡西区御開三丁目３９６３番５地先から  
八幡西区御開三丁目３９８７番地先まで  

７７９  本城７号

線  
八幡西区御開一丁目２６０６番７地先から  
八幡西区御開一丁目３４９０番１地先まで  

２４８１  北鷹見町

２号線  
八幡西区北鷹見町５１３番１５地先から  
八幡西区北鷹見町５１９番２地先まで  

４９３５  本城６５

号線  
八幡西区御開四丁目３９６７番３地先から  
八幡西区御開三丁目４０１０番８０地先まで  

４９４２  本城７２

号線  
八幡西区御開四丁目３９４５番１８地先から  
八幡西区御開四丁目３８９７番１地先まで  

４９５０  本城８０

号線  
八幡西区大字本城３４２２番４地先から  
八幡西区御開四丁目３６１０番３地先まで  

４９５１  本城８１

号線  
八幡西区大字本城３４５２番２地先から  
八幡西区大字本城２７０４番１地先まで  
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４９５４  本城８４

号線  
八幡西区御開三丁目３６３２番１地先から  
八幡西区御開三丁目３９６１番１２地先まで  

４９５６  本城８６

号線  
八幡西区御開三丁目３５９５番４地先から  
八幡西区御開三丁目３６２８番２地先まで  

４９５７  本城８７

号線  
八幡西区御開三丁目３４６０番１地先から  
八幡西区御開三丁目３５９２番５地先まで  

４９６０  本城９０

号線  
八幡西区御開三丁目３４８５番１地先から  
八幡西区御開三丁目３４７５番１地先まで  

４９６１  本城９１

号線  
八幡西区御開三丁目３４７６番６地先から  
八幡西区御開三丁目３４７５番１地先まで  

４９６２  本城９２

号線  
八幡西区御開三丁目３４７５番２地先から  
八幡西区御開三丁目３４７３番９地先まで  

４９９１  本城１２

１号線  
八幡西区大字本城１９２５番１地先から  
八幡西区大字本城１８９２番１地先まで  

５０１１  本城１４

１号線  
八幡西区御開一丁目２６０４番１地先から  
八幡西区御開一丁目３４９３番４地先まで  

５０１６  本城１４

６号線  
八幡西区御開一丁目２６３５番１地先から  
八幡西区御開一丁目２６０６番７地先まで  

５９４１  本城１７

１号線  
八幡西区御開一丁目２６０５番３地先から  
八幡西区御開一丁目２５６４番３地先まで  

６２３７  御開５号

線  
八幡西区御開一丁目１９７４番４地先から  
八幡西区御開一丁目１９７４番５地先まで  

６５２２  本城１９

２号線  
八幡西区大字本城２６５６番５地先から  
八幡西区大字本城１９４５番９地先まで  

６９０２  本城２５

６号線  
八幡西区大字本城２６４３番７地先から  
八幡西区大字本城２６６４番２地先まで  

１２５５  新池５号

線  
戸畑区新池三丁目５１０３番６地先から  
戸畑区新池三丁目５１００番３地先まで  
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１２７５  新池２５

号線  
戸畑区新池三丁目５１３０番１地先から  
戸畑区新池三丁目５１００番３地先まで  
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北九州市告示第１０２号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により

、北九州市立文学館における陳列品の観覧料の収納について指定公金事務取扱

者を指定し、公金事務を委託したので、同条第２項の規定により次のとおり告

示する。 

  令和７年３月３１日 

北九州市長 武 内 和 久 

指定公金事務取扱者 指定公金事

務取扱者と

して指定し

た日 

指定公金事

務取扱者に

公金事務を

委託した日 

委託期間 
名   称 住   所 

株 式 会 社 ヒ ュ

ー マ ン ・ ク リ

エイト 

北 九 州 市 小

倉 北 区 室 町

二 丁 目 １ ０

番４号 

令和７年３

月１２日 

令和７年３

月１２日 

令和７年４月

１日から令和

８年３月３１

日まで 
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北九州市告示第１０３号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により

、北九州市立文学館における物品売払代金の収納について指定公金事務取扱者

を指定し、公金事務を委託したので、同条第２項の規定により次のとおり告示

する。 

  令和７年３月３１日 

北九州市長 武 内 和 久 

指定公金事務取扱者 指定公金事

務取扱者と

して指定し

た日 

指定公金事

務取扱者に

公金事務を

委託した日 

委託期間 
名   称 住   所 

株 式 会 社 ヒ ュ

ー マ ン ・ ク リ

エイト 

北 九 州 市 小

倉 北 区 室 町

二 丁 目 １ ０

番４号 

令和７年３

月１２日 

令和７年３

月１２日 

令和７年４月

１日から令和

８年３月３１

日まで 
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北九州市告示第１０４号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定によ

り、北九州市平和のまちミュージアムにおける陳列品の観覧料の徴収につい

て指定公金事務取扱者を指定し、公金事務を委託したので、同条第２項の規

定により次のとおり告示する。 

  令和７年３月３１日 

  北九州市長 武 内 和 久   

施設の名

称 

指定公金事務取扱者 
指定公金

事務取扱

者として

指定した

日 

指定公金

事務取扱

者に公金

事務を委

託した日 

委託期間 

名 称 住 所 

北九州市

平和のま

ちミュー

ジアム 

株式会社ヒ

ューマン・

クリエイト 

代表取締役 

片山正之 

北九州市小

倉北区室町

二丁目１０

－４ 

令和７年

３月１２

日 

令和７年

３月１２

日 

令和７年４

月１日から

令和８年３

月３１日ま

で 
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北九州市告示第１０５号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定によ

り、北九州市平和のまちミュージアムにおける物品売払代金の徴収について

指定公金事務取扱者を指定し、公金事務を委託したので、同条第２項の規定

により次のとおり告示する。 

  令和７年３月３１日 

  北九州市長 武 内 和 久   

施設の名

称 

指定公金事務取扱者 
指定公金

事務取扱

者として

指定した

日 

指定公金

事務取扱

者に公金

事務を委

託した日 

委託期間 

名 称 住 所 

北九州市

平和のま

ちミュー

ジアム 

株式会社ヒ

ューマン・

クリエイト 

代表取締役 

片山正之 

北九州市小

倉北区室町

二丁目１０

－４ 

令和７年

３月１２

日 

令和７年

３月１２

日 

令和７年４

月１日から

令和８年３

月３１日ま

で 
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北九州市公告第１９９号 
 都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）第８１条第１項の規定によ

り作成した北九州市立地適正化計画を変更したので、同条第２４項において準

用する同条第２３項の規定により、次のとおり公表する。 

  令和７年３月３１日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

 

１ 変更に係る事項 

  居住誘導区域 

２ 公表の日 

  令和７年３月３１日 

３ 公表の方法 

  北九州市都市戦略局計画部都市計画課のホームページ（https://www.city

.kitakyushu.lg.jp/contents/079_00013.html ）に掲載するとともに、同課

（北九州市小倉北区城内１番１号）に備え付けて一般の縦覧に供する。 
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北九州市公告第２００号 

 都市公園の区域を変更するので、北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置

及び管理に関する条例（昭和４７年北九州市条例第７号）第１４条の２の規定

により、次のとおり公告する。 

令和７年３月３１日 

                    北九州市長 武 内 和 久  

１ 区域を変更する都市公園の名称、位置及び変更に係る区域 

公園 番号 名   称 位   置 区   域 

３０ ８３ 
北九州市立初音公

園 

北九州市戸畑区初

音町１１番 

北九州市戸畑区初

音町１１番の一部 

２ 変更の期日 

  令和７年３月３１日 

  なお、変更に係る区域を示す図面を、北九州市都市整備局河川公園部公園 

管理課においてこの公告の日から２週間一般の縦覧に供する。 
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北九州市児童相談所訓令第１号 
庁中一般 

北九州市児童相談所次長専決規程の一部を改正する訓令を次のように定める

。 
令和７年３月３１日 

               北九州市児童相談所長 安 部 聡 子 
北九州市児童相談所次長専決規程の一部を改正する訓令 

北九州市児童相談所次長専決規程（昭和４３年北九州市児童相談所訓令第１

号）の一部を次のように改正する。 
題名中「北九州市児童相談所次長」の次に「等」を加える。 
第１条中「いう 。）」 の次に「及び一時保護担当課長」を加える。 
第２条を次のように改める。 

 （次長の専決事項） 
第２条 次長の専決事項は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「

法」という。）第３３条の規定による一時保護の実施に関すること（次条に

規定するものを除く。）とする。 
 本則に次の１条を加える。 
 （一時保護担当課長の専決事項） 
第３条 一時保護担当課長の専決事項は、次のとおりとする。 
 （１） 一時保護施設の設備及び運営に関する基準（令和６年内閣府令第２

７号）第２８条に規定する児童の生活支援に関すること。 
 （２） 法第３３条の規定による児童（一時保護施設に入所している児童に

限る。）の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するこ

とに関すること。 
付 則 

この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 
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北九州市上下水道局管理規程第４号 

 北九州市上下水道局職員就業規則の一部を改正する規程を次のように定める

。 

  令和７年３月３１日 

               北九州市上下水道局長 持 山 泰 生 

北九州市上下水道局職員就業規則の一部を改正する規程 

 北九州市上下水道局職員就業規則（昭和３９年北九州市水道局管理規程第８ 

号）の一部を次のように改正する。 

 第１３条の２第１項中「３歳に満たない」を「小学校就学の始期に達するま  
での」に、「及び次条第１項」を「、次条第１項、第１６条、第１６条の２第  
１項及び第２３条第１項」に改める。 

 第１９条の３第２項中「無給休暇は」の次に「、子育て部分休暇」を加える 

。 

 第２２条及び第２３条を次のように改める。 

 （病気休暇） 

第２２条 病気休暇の基準は、別表第４のとおりとする。 

 （子育て部分休暇） 

第２３条 職員は、次に掲げる子の養育をする必要がある場合であって、１日

の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められるときには

、子育て部分休暇を受けることができる。 

 （１） 満６歳に達する日後の最初の４月１日から満１２歳に達する日以後 

  の最初の３月３１日までの間にある子 

 （２） 児童福祉法第４条第２項に規定する障害児である子で、満１２歳に 

  達する日後の最初の４月１日から満１５歳に達する日以後の最初の３月３ 

  １日までの間にあるもの 

２ 子育て部分休暇の期間は、前項各号に掲げる子の養育をするために必要と

認められる期間とする。 

３ 子育て部分休暇は、３０分単位とし、１日を通じ２時間を超えない範囲内

の時間とする。 

 第２３条の６第２項本文中「から第２３条まで」を「及び第２２条」に改め 

、同条第６項を同条第９項とし、同条第５項中「以下」を「次項において」に 

改め、同項を同条第８項とし、同条第４項の次に次の３項を加える。 

５ 第１項の規定により子育て部分休暇の承認を受けようとする職員は、あら

かじめ子育て部分休暇を受けようとする期間（次項において「部分休暇付与

期間」という。）について、管理者の承認を受けなければならない。 
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６ 職員が前項の規定により第２３条第１項第２号に掲げる子に係る部分休暇 

 付与期間の承認を受けようとするときは、当該子に係る障害者手帳の写しそ

の他の証明書類（以下この項において「障害者手帳の写し等」という。）を

提出しなければならない。ただし、部分休暇付与期間の承認を受けた職員が

当該部分休暇付与期間に引き続く部分休暇付与期間の承認を受けようとする

場合において、当初の部分休暇付与期間の承認を受けた際に提出した障害者

手帳の写し等の内容に変更がないと管理者が認めたときは、この限りでない

。 

７ 育児休業法第５条及び第１６条並びに育児休業条例第１４条の規定は、子

育て部分休暇について準用する。 

 別表第４中「第２３条関係」を「第２２条関係」に改める。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 （北九州市上下水道局企業職員の給与に関する規程の一部改正） 

２ 北九州市上下水道局企業職員の給与に関する規程（昭和３９年北九州市水

道局管理規程第１０号）の一部を次のように改正する。 

  第２８条中「第２３条」を「第２２条」に改める。 

39



北九州市上下水道局管理規程第５号 

 北九州市上下水道局会計年度任用職員就業規程の一部を改正する規程を次の

ように定める。 

  令和７年３月３１日 

               北九州市上下水道局長 持 山 泰 生 

北九州市上下水道局会計年度任用職員就業規程の一部を改正する 

規程 

 北九州市上下水道局会計年度任用職員就業規程（令和２年北九州市上下水道 

局管理規程第４号）の一部を次のように改正する。 

 第１１条第１項中「３歳に満たない」を「小学校就学の始期に達するまでの 

」に改め、「この項及び次条第１項において」を削る。 

 第２０条第２項中「及び特別休暇」を「、特別休暇」に、「とする」を「及 

び病気休暇とする」に改め、同条第３項中「、病気休暇」を削る。 

   付 則 

 この規程は、令和７年４月１日から施行する。 
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北九州市上下水道局管理規程第６号 

 北九州市上下水道局事務専決規程の一部を改正する規程を次のように定める

。 

  令和７年３月３１日 

               北九州市上下水道局長 持 山 泰 生 

北九州市上下水道局事務専決規程の一部を改正する規程 

 北九州市上下水道局事務専決規程（昭和４３年北九州市水道局管理規程第１ 

５号）の一部を次のように改正する。 

別表第１の服務の休暇の付与の項備考の欄第３項中「介護休暇」を「子育て

部分休暇、介護休暇」に改める。 

   付 則 

 この規程は、令和７年４月１日から施行する。 
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北九州市上下水道局管理規程第７号 

 北九州市上下水道局の組織及び事務分掌規程の一部を改正する規程を次のよう

に定める。 

  令和７年３月３１日 

 北九州市上下水道局長 持 山 泰 生 

   北九州市上下水道局の組織及び事務分掌規程の一部を改正する規程    

北九州市上下水道局の組織及び事務分掌規程（平成１１年北九州市水道局管理

規程第６号）の一部を次のように改正する。 

第１条水道部設計課の項中「設計第一係」を「設計係」に改め、「設計第二係

」及び「連携推進係」を削る。 

                      「工務係 

                       連携推進係」 

            「設計第一係 

             設計第二係」 

               東部工事事務所 

               西部工事事務所 

。 

連携推進係（東部工事事務所に限る。） 

 （１） 広域連携に係る計画の実施に関すること。 

 （２） 広域連携に係る予算の調整等に関すること（広域連携に係る計 

  画の実施に関するものに限る。）。  

 （３） 水道事業（広域連携に係る計画の実施に関するものに限る。） 

  に係る補助金申請の総括に関すること。 

 （４） 水道施設整備改良工事の設計及び施工に関すること（広域連携 

  に係る計画の実施に関するものに限る。）。  

付 則 

 この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

第１条東部工事事務所水道課の項中「工務係」を に改める。 

第２条水道部設計課の項中 を「設計係」に改め、同条水道部設 

計課連携推進係の項を削り、同条 水道課の項に次のように加える

。 
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北九州市上下水道局公告第３７号 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市上下水道局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程

（平成７年北九州市水道局管理規程第６号）第２条において準用する北九州市

物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年北九州市規則第

７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  令和７年３月３１日 

               北九州市上下水道局長 持 山 泰 生   

１ 特定役務の名称及び数量 

  日明浄化センター他３２施設電力供給 一式 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

  北九州市上下水道局下水道部施設課 

  北九州市小倉北区大手町１番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和７年１月３０日 

４ 落札者の名称及び住所 

  株式会社北九州パワー 

  北九州市小倉北区浅野三丁目８番１号 

５ 落札金額 

  ５億６，９１２万２，５５８円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 一般競争入札の公告をした日 

  令和６年１２月１３日 

８ 落札方式 

  最低価格による。 
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北九州市交通局管理規程第１号 

北九州市交通局事務専決規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

令和７年３月３１日 

                 北九州市交通局長 白 石   基 

北九州市交通局事務専決規程の一部を改正する規程 

北九州市交通局事務専決規程（昭和３８年北九州市交通局管理規程第２７号

）の一部を次のように改正する。 

別表第１の服務の休暇の付与の項備考の欄第３項中「介護休暇」を「子育て

部分休暇、介護休暇」に改める。 

付 則 

 この規程は、令和７年４月１日から施行する。 
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北九州市交通局管理規程第２号 
北九州市自動車事業使用料及び手数料条例施行規程の一部を改正する規程を

次のように定める。 
令和７年３月３１日 

                 北九州市交通局長 白 石   基 
北九州市自動車事業使用料及び手数料条例施行規程の一部を改正 
する規程 

北九州市自動車事業使用料及び手数料条例施行規程（昭和３９年北九州市交

通局管理規程第７号）の一部を次のように改正する。 
別表第１、別表第３及び別表第３の２を次のように改める。 

  

45



　
　

　
　

　
  

  
　

　
　

　
　

  
 

岩
屋

　
岩

屋
入

口
　

　
　

西
小

石
町

 
　

　
　

　
北

湊
浄

化
セ

ン
タ

ー
前

　
新

屋
敷

　
北

連
歌

浜
　

安
瀬

口
　

安
瀬

　
 ｸ

ﾞﾘ
ｰ

ﾝ
ﾊ

ﾟｰ
ｸ

  
  

 第
二

北
湊

町
　

　
　

 八
光

丸
入

口
  

  
 第

一
北

湊
町

有
毛

  
 上

有
毛

竹
並

北
浜

 波
打

町

  
 桜

町
  

  
  

  
産

業
医

科
大

学
若

松
病

院

  
 若

松
郵

便
局

前
 

　
　

　
 　

　
青

葉
台

入
口

　
　

高
須

団
地

　
 ウ

イ
ン

グ
プ

ラ
ザ

前
  

  
　

幸
町

　
　

高
須

西
一

丁
目

  
  

 払
川

  
  

  
　

浅
生

高
須

南
二

丁
目

　
　

高
須

交
番

前
　

明
治

町
  

  
　

通
り

　
銀

天
街

前
高

須
公

営
住

宅
前

　
　

 　
新

払
川

　
 本

町
　

　
向

田
　

  
三

ツ
頭

　
　

 　
大

橋

　
 本

町
　

  
  

 高
須

南
一

丁
目

御
開

　
　

三
丁

目
 　

 高
須

小
学

校
前

　
 　

　
 塩

屋
本

城
陸

上
　

　
第

三
二

島
競

技
場

前

  
  

第
二

浅
川

橋
　

　
東

中
島

紫
川

橋
　

　
  

 浅
川

橋
本

城
三

丁
目

　
　

碇
地

小
池

学
園

前
　

　
十

字
路

小
倉

駅
新

幹
線

口
　

浅
川

学
園

台
　

光
貞

台
浅

香
通

り
　

 古
開

　
千

代
ヶ

崎
　

　
三

丁
目

　
 本

城
西

団
地

  
  

本
城

東
　

浅
川

台
三

丁
目

　
　

一
丁

目
　

　
　

米
町

　
 産

業
医

科
大

学
　

 病
院

入
口

力
丸

町
　

　
夜

越
九

州
共

立
大

前
  

 本
城

西
市

営
住

宅
前

　
　

西
門

前
  

 帯
田

  
  

 
大

浦
三

丁
目

大
浦

一
丁

目
  

 
　

本
陣

橋
　

 九
州

女
子

大
前

  
　

本
陣

橋

　
　

　
  

　
 

  
 学

園
大

通
り

　
　

黒
崎

四
丁

目
は

運
賃

区
界

停
留

所

　
　

熊
手

四
ツ

角
は

調
整

区
界

停
留

所

　
　

J
C

H
O

九
州

病
院

前

　
稲

国
橋

区
数

は
、

乗
車

停
留

所
か

ら
最

初
の

運
賃

区
界

停
留

所
ま

で
を

１
区

と
し

、
次

の
運

賃
区

界
停

留
所

ま
で

を
２

区
と

し
、

以
後

運
賃

区
界

停
留

所
ま

で
ご

と
に

１
区

を
加

え
る

。

石
峰

山
荘

宮
丸

公
園

第
二

十
四

区
公

民
館

宮
丸

一
丁

目

黒
崎

駅
北

口

梅
ノ

木

大 鳥 居

原 牟 田

蜑 住 入 口

塩 屋 入 口

払 川
唐 戸

鷺 田
鴨 生 田

千 畳 敷 海 岸 入 口

逆 水
逆 水 東 口

後
安 屋

坊 ヶ 渕

小 敷 橋

二 島 郵 便 局 前

J パ ワ ー 電 源 開 発

ひ び き 学 園 入 口

脇 ノ 浦

鬼 ヶ 坂 入 口

外 小 竹

常 福 寺 入 口

椿 下

竜 光 の 滝

不 動 下

向 洋 中 学 校 前

第 一 二 島

高 稜 高 校 前

二 島 駅

東 二 島 三 丁 目

日 吉 神 社 下

道 岸
童 子 丸

用 勺
今 光 峠

今 光
赤 島

藤 ノ 木 駅 前

宮 丸
和 田 町

若 松 警 察 署 前

岬 の 山

若 松 体 育 館 前

古 前 一 丁 目

修 多 羅

若 松 駅

小 石 本 村

中 畑

西 畑 町

第 二
東 畑 町

響 灘 工 業

団 地 第 三

折 尾 五 丁 目

頃 末
頃 末 小 学 校 前

日 吉 台 三 丁 目

日 吉 台 下

折 尾 四 丁 目

第 二 太 閤 水

洞 北 中 学 校 前

折 尾 駅

折 尾 駅 北 口

折 尾 中 学 校 前

西 本 陣 橋

本 城 中 央

団 地

浅 川 二 丁 目

浅 川 学 園 台

入 口

光 貞 小 学 校 前

黄
枝

崎

三
菱

化
学

西
門

前

小
島

熊 西 一 丁 目

陣 の 原 三 丁 目

陣
原

駅
南

口

皇 后 崎

萩 原 団 地 下

熊 西 二 丁 目

勝 山 橋
魚 町

北 九 州 市 役 所 前

旦 過 橋

堺 町 公 園 前

第 一
東 畑 町

お か の 台

日 の 峯 公 園

日 の 峯

一 丁 目
浅 川 台

折 尾 東 団 地

蜑 住 公 民 館 下

新 屋 敷 北 口

脇 田

火 の 坂

柳
原

若 松 営 業 所

若 松
市 民 会 館 前

千 代 ヶ 崎

浅 川 中 学 校 前

蜑 住 団 地

竹
並

公
民

館
前

青 葉 台 西 二 丁 目

第 二 二 島

向 田 営 業 所

エ
ス

ト
本

町
東

口

青 葉 台 東

青 葉 台 中 央 公 園 前

楠 木 一 丁 目

友 田 二 丁 目

花 野 路 一 丁 目

花 野 路 三 丁 目

響 町 ・

エ コ タ ウ ン

東 二 島 四 丁 目

黒 崎 バ ス

セ ン タ ー

日 の 峯 入 口

学 研 都 市 北 口

花 野 路 中 央

花 野 路 西
花 美 坂

高 尾
水

巻
中

央

青
葉

小
学

校
前

青 葉 台 西 五 丁 目

青 葉 台 西

小
敷

公
民

館
前

響 灘 工 業

団 地 第 二

響 灘 工 業

団 地 第 四

響 灘 工 業

団 地 第 五

響 灘 工 業

団 地 第 一

東 小 石 町

若
松

区
役

所
前

ひ
び

き
の

東

ひ
び

き
の

南
一

丁
目

産
業

医
科

大
学

病
院

逆 水 西 口

学 研 都 市

北 口 第 二

日
吉

台
ニ

丁
目

水 巻 町

図 書 館

塩
屋

三
丁

目

本
城

学
研

台
三

丁
目

学
研

都
市

ひ
び

き
の

陣
原

駅
北

口
夕

原
町

黒
崎

駅
前

ふ
れ

あ
い

通
り

折
尾

東
小

学
校

入
口

小
倉

記
念

病
院

玄
関

前

山
鹿

郵
便

局
前

ひ
び

き
の

北

西 天 神

ひ
び

き
の

西

ひ
び

き
の

南

相
坂

本
城

学
研

台
一

丁
目

本
城

小
学

校
前

ひ
び

き
の

運
動

場
前

ひ
び

き
の

教
員

宿
舎

前ひ
び

き
の

郵
便

局
前

本 城 小 学 校 前

芦 屋 中 央 病 院 下

学
研

大
通

り
西

黒
崎

駅

日
吉

台
郵

便
局

前

日
吉

台
一

丁
目

芦
屋

中
央

病
院

玄
関

前

浅
川

交
差

点

浅
川

小
学

校
前

浅
川

入
口

本
城

駅

穴 生 橋

小 倉 港 松 山 行 フ ェ リ ー の り ば

江
川

小
学

校
前

大
井

戸
町

西
園

町

栄
盛

川

藤
木

小
学

校

今
光

二
丁

目

畑
谷

町 畑
谷

町
１

号
公

園

新
大

谷
町

南
公

園

佐
藤

公
園

下

和
田

町
公

園

白
山

二
丁

目

山
ノ

堂
１

１
番

山
ノ

堂
５

番

く
き

の
う

み
小

学
校

岬
ノ

山
公

園
下

赤
島

町
西

公
園

観
音

禅
寺

前

藤
ノ

木
市

民
セ

ン
タ

ー

第
十

五
区

公
民

館

古
開

本
城

団
地

本 城 中 学 校 前

第
二

赤
崎

上
中

畑

小
石

観
音

前

迫
田

第
二

小
石

本
村

下
原

町

上
原

町

若
松

高
校

前

深
町

内
平

中
川

町

百
合

野
町

公
園

前

大
池

町
６

番

大
池

町
３

番

ひ
び

き
園

大
池

町
８

番

大
池

町
公

園

響
灘

緑
地

入
口

平
石

平
川

内
小

竹

公
民

館
前

花
房

小
学

校
前

内
小

竹
第

一

内
小

竹
第

二

中
島

公
園

前

洞
北

中
学

校
入

口

畠
田

ハ
ザ

マ
峠

口

暁
の

鐘
学

園

白
山

神
社

入
口

若
松
商
業

高
校
前

禅
覚

寺
入

口

畠
田

一
丁

目
北

公
園

畠
田

一
丁

目
中

公
園

畠
田

一
丁

目

片
山

三
丁

目

片
山

三
丁

目
公

園

畠
田

二
丁

目
公

園

顕
照
寺
前

片
山

小
石

本
村

町
西

公
園

赤
崎

小
石

本
村

町
東

公
園

宮
前

町

迫 田 町

東 公 園 下

迫 田 町

西 公 園

小 石 小

学 校 前

内
平

尻
小 竹 日 吉 神 社 下

常 福 寺 下

外 小 竹 公 民 館 入 口

原 ノ 空 池 入 口

竜 光 の 滝 別 院

脇 ノ 浦 漁 港 入 口

脇 ノ 浦 漁 港 前
脇 ノ 浦 公 民 館

小 竹

折 尾 光 明

折 尾 出 張 所 前

エ
コ

タ
ウ

ン
セ

ン
タ

ー
前

響
灘

工
業

団
地

入
口

藤
原

縄
手

島
郷

合
同

庁
舎

前

鴨
生

田
小

学
校

前

鴨
生

田 四
丁

目

畠
田

三
丁

目

中
川

町
交

差
点

大
橋

通
り

ジ
ア
ウ
ト

レ
ッ

ト
北

九
州

若
松

渡
場

若
松

南
海

岸
通

り

戸
畑

駅

松
本

清
張

記
念

館
前

八
坂

神
社

前

室 町 ・ リ バ

ー ウ ォ ー ク

若
松

図
書

館
前

ヒ ビ キ ノ ビ ー チ フ ロ ン ト 前

く き の う み
学 童 前

ボ
ー

ト
レ

ー
ス

若
松

粟
屋

第
二

粟
屋

粟
屋

入
口

大
城

飛
行

場
下

浜
口

鶴
松

団
地

高
浜

町

自
衛

隊
前

芦
屋

中
学

校
前

芦
屋

町
役

場
前

芦
屋

橋
山

鹿

芦
屋

総
合

体
育

館
前

後
水

大
君

江
川

橋

亀
の

井
ホ

テ
ル

玄
界

灘

青
葉

台
交

差
点

サ
イ

エ
ン

ス
パ

ー
ク

猪
熊

三
松

園

第
二

三
松

園 五
月

第
二

三
松

園

猪
熊

北

樋
口

梅
ノ

木
団

地
前

古
賀

水
巻

総
合

運
動

公
園

前

頃
末

宮
の

下

お
か

の
台

団
地

８
棟

前

お
か

の
台

団
地

１
８

棟
前

お
か

の
台

団
地

入
口

ボ
ー

ト
レ

ー
ス

芦
屋
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別
表

第
１

（
第

１
条

関
係
）



亀
の

井
ホ

テ
ル

玄
界

灘
　

　
　

　
　

  
  

　
　

　
　

　
  

 
岩

屋
　

岩
屋

入
口

　
　

　
西

小
石

町

 
　

　
　

　
北

湊
浄

化
セ

ン
タ

ー
前

　
新

屋
敷

　
北

連
歌

浜
　

安
瀬

口
　

安
瀬

　
　

  
  

芦
屋

町
役

場
前

芦
屋

橋
　

　
　

　
山

鹿
　

 ｸ
ﾞﾘ

ｰ
ﾝ
ﾊ

ﾟｰ
ｸ

  
  

 第
二

北
湊

町
　

　
　

 八
光

丸
入

口
青

葉
台

交
差

点
  

  
 第

一
北

湊
町

芦
屋

中
学

校
前

有
毛

  
 上

有
毛

竹
並

北
浜

自
衛

隊
前

 波
打

町

高
浜

町
芦

屋
総

合
  

 桜
町

体
育

館
前

  
  

  
  

産
業

医
科

大
学

若
松

病
院

鶴
松

団
地

  
 若

松
郵

便
局

前
浜

口
 

飛
行

場
下

　
　

　
 　

　
青

葉
台

入
口

大
君

　
　

高
須

団
地

　
 ウ

イ
ン

グ
大

城
プ

ラ
ザ

前
  

  
　

幸
町

江
川

橋
　

　
高

須
西

一
丁

目
  

  
 払

川
  

粟
屋

入
口

  
  

　
浅

生
高

須
南

二
丁

目
　

　
高

須
交

番
前

　
明

治
町

  
  

　
通

り
粟

屋
　

銀
天

街
前

高
須

公
営

第
二

粟
屋

住
宅

前
　

　
 　

新
払

川
　

 本
町

　
 猪

熊
北

　
　

向
田

　
  

三
ツ

頭
　

　
 　

大
橋

　
 本

町
猪

熊
第

二
三

松
園

　
  

  
 高

須
南

一
丁

目
御

開
　

　
三

丁
目

 　
 高

須
小

学
校

前
　

 　
　

 塩
屋

本
城

陸
上

　
　

第
三

二
島

　
第

二
三

松
園

競
技

場
前

　
  

  
 三

松
園

  
  

第
二

浅
川

橋
　

　
東

中
島

紫
川

橋
　

五
月

　
  

 浅
川

橋
本

城
三

丁
目

　
　

碇
地

小
池

学
園

前
　

　
十

字
路

お
か

の
台

団
地

小
倉

駅
新

幹
線

口
　

８
棟

前
浅

川
学

園
台

　
光

貞
台

樋
口

お
か

の
台

団
地

浅
香

通
り

　
１

８
棟

前
 古

開
お

か
の

台
団

地
　

千
代

ヶ
崎

入
口

　
　

三
丁

目
　

 本
城

西
団

地
  

  
本

城
東

　
浅

川
台

三
丁

目
　

　
一

丁
目

　
　

　
米

町
　

 産
業

医
科

大
学

　
 病

院
入

口
力

丸
町

　
　

夜
越

梅
ノ

木
団

地
前

九
州

共
立

大
前

  
 本

城
西

市
営

住
宅

前
　

　
西

門
前

  
 帯

田
  

  
 

古
賀

大
浦

三
丁

目
大

浦
一

丁
目

  
 

水
巻

総
合

　
本

陣
橋

 運
動

公
園

前
　

 九
州

女
子

大
前

  
　

本
陣

橋

 頃
末

宮
の

下
　

　
　

  
　

 
  

 学
園

大
通

り
　

　
黒

崎
四

丁
目

は
運

賃
区

界
停

留
所

　
　

熊
手

四
ツ

角
は

調
整

区
界

停
留

所

　
　

J
C

H
O

九
州

病
院

前

　
稲

国
橋

石
峰

山
荘

宮
丸

公
園

第
二

十
四

区
公

民
館

宮
丸

一
丁

目

黒
崎

駅
北

口

梅
ノ

木

大 鳥 居

原 牟 田

蜑 住 入 口

塩 屋 入 口

払 川
唐 戸

鷺 田
鴨 生 田

千 畳 敷 海 岸 入 口

逆 水
逆 水 東 口

後
安 屋

坊 ヶ 渕

小 敷 橋

二 島 郵 便 局 前

J パ ワ ー 電 源 開 発

ひ び き 学 園 入 口

脇 ノ 浦

鬼 ヶ 坂 入 口

外 小 竹

常 福 寺 入 口

椿 下

竜 光 の 滝

不 動 下

向 洋 中 学 校 前

第 一 二 島

高 稜 高 校 前

二 島 駅

東 二 島 三 丁 目

日 吉 神 社 下

道 岸
童 子 丸

用 勺
今 光 峠

今 光
赤 島

藤 ノ 木 駅 前

宮 丸
和 田 町

若 松 警 察 署 前

岬 の 山

若 松 体 育 館 前

古 前 一 丁 目

修 多 羅

若 松 駅

小 石 本 村

中 畑

西 畑 町

第 二
東 畑 町

響 灘 工 業

団 地 第 三

折 尾 五 丁 目

頃 末
頃 末 小 学 校 前

日 吉 台 三 丁 目

日 吉 台 下

折 尾 四 丁 目

第 二 太 閤 水

洞 北 中 学 校 前

折 尾 駅

折 尾 駅 北 口

折 尾 中 学 校 前

西 本 陣 橋

本 城 中 央

団 地

浅 川 二 丁 目

浅 川 学 園 台

入 口

光 貞 小 学 校 前

黄
枝

崎

三
菱

化
学

西
門

前

小
島

熊 西 一 丁 目

陣 の 原 三 丁 目

陣
原

駅
南

口

皇 后 崎

萩 原 団 地 下

熊 西 二 丁 目

勝 山 橋
魚 町

北 九 州 市 役 所 前

旦 過 橋

堺 町 公 園 前

第 一
東 畑 町

お か の 台

日 の 峯 公 園

日 の 峯

一 丁 目
浅 川 台

折 尾 東 団 地

蜑 住 公 民 館 下

新 屋 敷 北 口

脇 田

火 の 坂

柳
原

若 松 営 業 所

若 松
市 民 会 館 前

千 代 ヶ 崎

浅 川 中 学 校 前

蜑 住 団 地

竹
並

公
民

館
前

青 葉 台 西 二 丁 目

第 二 二 島

向 田 営 業 所

エ
ス

ト
本

町
東

口

青 葉 台 東

青 葉 台 中 央 公 園 前

楠 木 一 丁 目

友 田 二 丁 目

花 野 路 一 丁 目

花 野 路 三 丁 目

響 町 ・

エ コ タ ウ ン

東 二 島 四 丁 目

黒 崎 バ ス

セ ン タ ー

日 の 峯 入 口

学 研 都 市 北 口

花 野 路 中 央

花 野 路 西
花 美 坂

高 尾
水

巻
中

央

サ
イ

エ
ン

ス
パ

ー
ク

青
葉

小
学

校
前

青 葉 台 西 五 丁 目

青 葉 台 西

小
敷

公
民

館
前

響 灘 工 業

団 地 第 二

響 灘 工 業

団 地 第 四

響 灘 工 業

団 地 第 五

響 灘 工 業

団 地 第 一

東 小 石 町

若
松

区
役

所
前

ひ
び

き
の

東

ひ
び

き
の

南
一

丁
目

産
業

医
科

大
学

病
院

逆 水 西 口

学 研 都 市

北 口 第 二

日
吉

台
ニ

丁
目

水 巻 町

図 書 館

塩
屋

三
丁

目

本
城

学
研

台
三

丁
目

学
研

都
市

ひ
び

き
の

陣
原

駅
北

口
夕

原
町

黒
崎

駅
前

ふ
れ

あ
い

通
り

折
尾

東
小

学
校

入
口

ボ
ー

ト
レ

ー
ス

芦
屋

小
倉

記
念

病
院

玄
関

前

山
鹿

郵
便

局
前

ひ
び

き
の

北

西 天 神

ひ
び

き
の

西

ひ
び

き
の

南

相
坂

本
城

学
研

台
一

丁
目

本
城

小
学

校
前

ひ
び

き
の

運
動

場
前

ひ
び

き
の

教
員

宿
舎

前ひ
び

き
の

郵
便

局
前

本 城 小 学 校 前

芦 屋 中 央 病 院 下

学
研

大
通

り
西

黒
崎

駅

日
吉

台
郵

便
局

前

日
吉

台
一

丁
目

芦
屋

中
央

病
院

玄
関

前

浅
川

交
差

点

浅
川

小
学

校
前

浅
川

入
口

本
城

駅

穴 生 橋

小 倉 港 松 山 行 フ ェ リ ー の り ば

江
川

小
学

校
前

大
井

戸
町

西
園

町

栄
盛

川

藤
木

小
学

校

今
光

二
丁

目

畑
谷

町 畑
谷

町
１

号
公

園

新
大

谷
町

南
公

園

佐
藤

公
園

下

和
田

町
公

園

白
山

二
丁

目

山
ノ

堂
１

１
番

山
ノ

堂
５

番

く
き

の
う

み
小

学
校

岬
ノ

山
公

園
下

赤
島

町
西

公
園

観
音

禅
寺

前

藤
ノ

木
市

民
セ

ン
タ

ー

第
十

五
区

公
民

館

古
開

本
城

団
地

本 城 中 学 校 前

第
二

赤
崎

上
中

畑

小
石

観
音

前

迫
田

第
二

小
石

本
村

下
原

町

上
原

町

若
松

高
校

前

深
町

内
平

中
川

町

百
合

野
町

公
園

前

大
池

町
６

番

大
池

町
３

番

ひ
び

き
園

大
池

町
８

番

大
池

町
公

園

響
灘

緑
地

入
口

平
石

平
川

内
小

竹

公
民

館
前

花
房

小
学

校
前

内
小

竹
第

一

内
小

竹
第

二

安
養

寺
下

中
島

公
園

前

洞
北

中
学

校
入

口

畠
田

ハ
ザ

マ
峠

口

暁
の

鐘
学

園

白
山

神
社

入
口

若
松
商
業

高
校
前

禅
覚

寺
入

口

畠
田

一
丁

目
北

公
園

畠
田

一
丁

目
中

公
園

畠
田

一
丁

目

片
山

三
丁

目

片
山

三
丁

目
公

園

畠
田

二
丁

目
公

園

顕
照
寺
前

片
山

小
石

本
村

町
西

公
園

赤
崎

小
石

本
村

町
東

公
園

宮
前

町

迫 田 町

東 公 園 下

迫 田 町

西 公 園

小 石 小

学 校 前

内
平

尻
小 竹 日 吉 神 社 下

常 福 寺 下

外 小 竹 公 民 館 入 口

原 ノ 空 池 入 口

竜 光 の 滝 別 院

脇 ノ 浦 漁 港 入 口

脇 ノ 浦 漁 港 前
脇 ノ 浦 公 民 館

小 竹

折 尾 光 明

折 尾 出 張 所 前

エ
コ

タ
ウ

ン
セ

ン
タ

ー
前

響
灘

工
業

団
地

入
口

藤
原

縄
手

島
郷

合
同

庁
舎

前

鴨
生

田
小

学
校

前

鴨
生

田 四
丁

目

畠
田

三
丁

目

青
葉
台
南

中
川

町
交

差
点

大
橋

通
り

後
水

ジ
ア
ウ
ト

レ
ッ

ト
北

九
州

若
松

渡
場

若
松

南
海

岸
通

り

戸
畑

駅

松
本

清
張

記
念

館
前

八
坂

神
社

前

室 町 ・ リ バ

ー ウ ォ ー ク

若
松

図
書

館
前

（
点
線
で
囲
ん

だ
地
域
を
北
九
州
市

内
地
域
と
す

る
。
）

ヒ ビ キ ノ ビ ー チ フ ロ ン ト 前

く き の う み
学 童 前

ボ
ー

ト
レ

ー
ス

若
松

区
数

は
、

乗
車

停
留

所
か

ら
最

初
の

運
賃

区
界

停
留

所
ま

で
を

１
区

と
し

、
次

の
運

賃
区

界
停

留
所

ま
で

を
２

区
と

し
、

以
後

運
賃

区
界

停
留

所
ま

で
ご

と
に

１
区

を
加

え
る

。
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別
表

第
３

（
第

１
４

条
の

２
関

係
）



亀
の

井
ホ

テ
ル

玄
界

灘
　

　
　

　
　

  
  

　
　

　
　

　
  

 
岩

屋
　

岩
屋

入
口

　
　

　
西

小
石

町

 
　

　
　

　
北

湊
浄

化
セ

ン
タ

ー
前

　
新

屋
敷

　
北

連
歌

浜
　

安
瀬

口
　

安
瀬

　
　

  
  

芦
屋

町
役

場
前

芦
屋

橋
　

　
　

　
山

鹿
　

 ｸ
ﾞﾘ

ｰ
ﾝ
ﾊ

ﾟｰ
ｸ

  
  

 第
二

北
湊

町
　

　
　

 八
光

丸
入

口
青

葉
台

交
差

点
  

  
 第

一
北

湊
町

芦
屋

中
学

校
前

有
毛

  
 上

有
毛

竹
並

北
浜

自
衛

隊
前

 波
打

町

高
浜

町
芦

屋
総

合
  

 桜
町

体
育

館
前

  
  

  
  

産
業

医
科

大
学

若
松

病
院

鶴
松

団
地

  
 若

松
郵

便
局

前
浜

口
 

飛
行

場
下

　
　

　
 　

　
青

葉
台

入
口

大
君

　
　

高
須

団
地

　
 ウ

イ
ン

グ
大

城
プ

ラ
ザ

前
  

  
　

幸
町

江
川

橋
　

　
高

須
西

一
丁

目
  

  
 払

川
  

粟
屋

入
口

  
  

　
浅

生
高

須
南

二
丁

目
　

　
高

須
交

番
前

　
明

治
町

  
  

　
通

り
粟

屋
　

銀
天

街
前

高
須

公
営

第
二

粟
屋

住
宅

前
　

　
 　

新
払

川
　

 本
町

　
 猪

熊
北

　
　

向
田

　
  

三
ツ

頭
　

　
 　

大
橋

　
 本

町
猪

熊
第

二
三

松
園

　
  

  
 高

須
南

一
丁

目
御

開
　

　
三

丁
目

 　
 高

須
小

学
校

前
　

 　
　

 塩
屋

本
城

陸
上

　
　

第
三

二
島

　
第

二
三

松
園

競
技

場
前

　
  

  
 三

松
園

  
  

第
二

浅
川

橋
　

　
東

中
島

紫
川

橋
　

五
月

　
  

 浅
川

橋
本

城
三

丁
目

　
　

碇
地

小
池

学
園

前
　

　
十

字
路

お
か

の
台

団
地

小
倉

駅
新

幹
線

口
　

８
棟

前
浅

川
学

園
台

　
光

貞
台

樋
口

お
か

の
台

団
地

浅
香

通
り

　
１

８
棟

前
 古

開
お

か
の

台
団

地
　

千
代

ヶ
崎

入
口

　
　

三
丁

目
　

 本
城

西
団

地
  

  
本

城
東

　
浅

川
台

三
丁

目
　

　
一

丁
目

　
　

　
米

町
　

 産
業

医
科

大
学

　
 病

院
入

口
力

丸
町

　
　

夜
越

梅
ノ

木
団

地
前

九
州

共
立

大
前

  
 本

城
西

市
営

住
宅

前
　

　
西

門
前

  
 帯

田
  

  
 

古
賀

大
浦

三
丁

目
大

浦
一

丁
目

  
 

水
巻

総
合

　
本

陣
橋

 運
動

公
園

前
　

 九
州

女
子

大
前

  
　

本
陣

橋

 頃
末

宮
の

下
　

　
　

  
　

 
  

 学
園

大
通

り
　

　
黒

崎
四

丁
目

は
運

賃
区

界
停

留
所

　
　

熊
手

四
ツ

角
は

調
整

区
界

停
留

所

　
　

J
C

H
O

九
州

病
院

前

　
稲

国
橋

石
峰

山
荘

宮
丸

公
園

第
二

十
四

区
公

民
館

宮
丸

一
丁

目

黒
崎

駅
北

口

梅
ノ

木

大 鳥 居

原 牟 田

蜑 住 入 口

塩 屋 入 口

払 川
唐 戸

鷺 田
鴨 生 田

千 畳 敷 海 岸 入 口

逆 水
逆 水 東 口

後
安 屋

坊 ヶ 渕

小 敷 橋

二 島 郵 便 局 前

J パ ワ ー 電 源 開 発

ひ び き 学 園 入 口

脇 ノ 浦

鬼 ヶ 坂 入 口

外 小 竹

常 福 寺 入 口

椿 下

竜 光 の 滝

不 動 下

向 洋 中 学 校 前

第 一 二 島

高 稜 高 校 前

二 島 駅

東 二 島 三 丁 目

日 吉 神 社 下

道 岸
童 子 丸

用 勺
今 光 峠

今 光
赤 島

藤 ノ 木 駅 前

宮 丸
和 田 町

若 松 警 察 署 前

岬 の 山

若 松 体 育 館 前

古 前 一 丁 目

修 多 羅

若 松 駅

小 石 本 村

中 畑

西 畑 町

第 二
東 畑 町

響 灘 工 業

団 地 第 三

折 尾 五 丁 目

頃 末
頃 末 小 学 校 前

日 吉 台 三 丁 目

日 吉 台 下

折 尾 四 丁 目

第 二 太 閤 水

洞 北 中 学 校 前

折 尾 駅

折 尾 駅 北 口

折 尾 中 学 校 前

西 本 陣 橋

本 城 中 央

団 地

浅 川 二 丁 目

浅 川 学 園 台

入 口

光 貞 小 学 校 前

黄
枝

崎

三
菱

化
学

西
門

前

小
島

熊 西 一 丁 目

陣 の 原 三 丁 目

陣
原

駅
南

口

皇 后 崎

萩 原 団 地 下

熊 西 二 丁 目

勝 山 橋
魚 町

北 九 州 市 役 所 前

旦 過 橋

堺 町 公 園 前

第 一
東 畑 町

お か の 台

日 の 峯 公 園

日 の 峯

一 丁 目
浅 川 台

折 尾 東 団 地

蜑 住 公 民 館 下

新 屋 敷 北 口

脇 田

火 の 坂

柳
原

若 松 営 業 所

若 松
市 民 会 館 前

千 代 ヶ 崎

浅 川 中 学 校 前

蜑 住 団 地

竹
並

公
民

館
前

青 葉 台 西 二 丁 目

第 二 二 島

向 田 営 業 所

エ
ス

ト
本

町
東

口

青 葉 台 東

青 葉 台 中 央 公 園 前

楠 木 一 丁 目

友 田 二 丁 目

花 野 路 一 丁 目

花 野 路 三 丁 目

響 町 ・

エ コ タ ウ ン

東 二 島 四 丁 目

黒 崎 バ ス

セ ン タ ー

日 の 峯 入 口

学 研 都 市 北 口

花 野 路 中 央

花 野 路 西
花 美 坂

高 尾
水

巻
中

央

サ
イ

エ
ン

ス
パ

ー
ク

青
葉

小
学

校
前

青 葉 台 西 五 丁 目

青 葉 台 西

小
敷

公
民

館
前

響 灘 工 業

団 地 第 二

響 灘 工 業

団 地 第 四

響 灘 工 業

団 地 第 五

響 灘 工 業

団 地 第 一

東 小 石 町

若
松

区
役

所
前

ひ
び

き
の

東

ひ
び

き
の

南
一

丁
目

産
業

医
科

大
学

病
院

逆 水 西 口

学 研 都 市

北 口 第 二

日
吉

台
ニ

丁
目

水 巻 町

図 書 館

塩
屋

三
丁

目

本
城

学
研

台
三

丁
目

学
研

都
市

ひ
び

き
の

陣
原

駅
北

口
夕

原
町

黒
崎

駅
前

ふ
れ

あ
い

通
り

折
尾

東
小

学
校

入
口

小
倉

記
念

病
院

玄
関

前

山
鹿

郵
便

局
前

ひ
び

き
の

北

西 天 神

ひ
び

き
の

西

ひ
び

き
の

南

相
坂

本
城

学
研

台
一

丁
目

本
城

小
学

校
前

ひ
び

き
の

運
動

場
前

ひ
び

き
の

教
員

宿
舎

前ひ
び

き
の

郵
便

局
前

本 城 小 学 校 前

芦 屋 中 央 病 院 下

学
研

大
通

り
西

黒
崎

駅

日
吉

台
郵

便
局

前

日
吉

台
一

丁
目

芦
屋

中
央

病
院

玄
関

前

浅
川

交
差

点

浅
川

小
学

校
前

浅
川

入
口

本
城

駅

穴 生 橋

小 倉 港 松 山 行 フ ェ リ ー の り ば

江
川

小
学

校
前

大
井

戸
町

西
園

町

栄
盛

川

藤
木

小
学

校

今
光

二
丁

目

畑
谷

町 畑
谷

町
１

号
公

園

新
大

谷
町

南
公

園

佐
藤

公
園

下

和
田

町
公

園

白
山

二
丁

目

山
ノ

堂
１

１
番

山
ノ

堂
５

番

く
き

の
う

み
小

学
校

岬
ノ

山
公

園
下

赤
島

町
西

公
園

観
音

禅
寺

前

藤
ノ

木
市

民
セ

ン
タ

ー

第
十

五
区

公
民

館

古
開

本
城

団
地

本 城 中 学 校 前

第
二

赤
崎

上
中

畑

小
石

観
音

前

迫
田

第
二

小
石

本
村

下
原

町

上
原

町

若
松

高
校

前

深
町

内
平

中
川

町

百
合

野
町

公
園

前

大
池

町
６

番

大
池

町
３

番

ひ
び

き
園

大
池

町
８

番

大
池

町
公

園

響
灘

緑
地

入
口

平
石

平
川

内
小

竹

公
民

館
前

花
房

小
学

校
前

内
小

竹
第

一

内
小

竹
第

二

安
養

寺
下

中
島

公
園

前

洞
北

中
学

校
入

口

畠
田

ハ
ザ

マ
峠

口

暁
の

鐘
学

園

白
山

神
社

入
口

若
松
商
業

高
校
前

禅
覚

寺
入

口

畠
田

一
丁

目
北

公
園

畠
田

一
丁

目
中

公
園

畠
田

一
丁

目

片
山

三
丁

目

片
山

三
丁

目
公

園

畠
田

二
丁

目
公

園

顕
照
寺
前

片
山

小
石

本
村

町
西

公
園

赤
崎

小
石

本
村

町
東

公
園

宮
前

町

迫 田 町

東 公 園 下

迫 田 町

西 公 園

小 石 小

学 校 前

内
平

尻
小 竹 日 吉 神 社 下

常 福 寺 下

外 小 竹 公 民 館 入 口

原 ノ 空 池 入 口

竜 光 の 滝 別 院

脇 ノ 浦 漁 港 入 口

脇 ノ 浦 漁 港 前
脇 ノ 浦 公 民 館

小 竹

折 尾 光 明

折 尾 出 張 所 前

エ
コ

タ
ウ

ン
セ

ン
タ

ー
前

響
灘

工
業

団
地

入
口

藤
原

縄
手

島
郷

合
同

庁
舎

前

鴨
生

田
小

学
校

前

鴨
生

田 四
丁

目

畠
田

三
丁

目

青
葉
台
南

中
川

町
交

差
点

大
橋

通
り

後
水

ジ
ア
ウ
ト

レ
ッ

ト
北

九
州

若
松

渡
場

若
松

南
海

岸
通

り

戸
畑

駅

松
本

清
張

記
念

館
前

八
坂

神
社

前

室 町 ・ リ バ

ー ウ ォ ー ク

若
松

図
書

館
前

（
点
線
で
囲
ん

だ
地
域
の
う

ち
、
若
松
渡
場
を
含

む
地
域
を
若

松
渡
場
地
域
と
し

、
折
尾
駅
を

含
む
地
域
を
折
尾
駅

地
域
と
す
る

。
）

ヒ ビ キ ノ ビ ー チ フ ロ ン ト 前

く き の う み
学 童 前

ボ
ー

ト
レ

ー
ス

芦
屋

ボ
ー

ト
レ

ー
ス

若
松

区
数

は
、

乗
車

停
留

所
か

ら
最

初
の

運
賃

区
界

停
留

所
ま

で
を

１
区

と
し

、
次

の
運

賃
区

界
停

留
所

ま
で

を
２

区
と

し
、

以
後

運
賃

区
界

停
留

所
ま

で
ご

と
に

１
区

を
加

え
る

。
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付 則 

（施行期日） 

１ この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の北九州市自動車事業使用料及び手数料条例施行規程（以下「旧規

程」という。）の規定により発行された乗車券で、この規程の施行の際現に

効力を有するものは、改正後の北九州市自動車事業使用料及び手数料条例施

行規程の規定により発行されたものとみなす。 

３ 前項に定めるもののほか、旧規程の規定により発行された乗車券の取扱い

については、別に管理者が定める。 
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北九州市交通局管理規程第３号 

北九州市交通局就業規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

令和７年３月３１日 

                 北九州市交通局長 白 石   基 

北九州市交通局就業規程の一部を改正する規程 

北九州市交通局就業規程（昭和３９年北九州市交通局管理規程第９号）の一

部を次のように改正する。 

第４３条の３第１項本文中「子」の次に「（民法（明治２９年法律第８９号

）第８１７条の２第１項の規定により職員が当該職員との間における同項に規

定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る

家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。）であって、当該職員が現

に監護するもの、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２７条第１項第

３号の規定により同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親である職員に

委託されている児童又は同条第１号に規定する養育里親である職員（児童の親

その他の同法第２７条第４項に規定する者の意に反するため、同項の規定によ

り、同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託する

ことができない職員に限る。）に同法第２７条第１項第３号の規定により委託

されている当該児童を含む。次項、次条第１項、第４９条の２第１項、第５０

条第１項及び第５７条第１項において同じ 。）」 を加える。 

第４９条の２第１項中「３歳に満たない子（民法（明治２９年法律第８９号

）第８１７条の２第１項の規定により職員が当該職員との間における同項に規

定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る

家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。）であって、当該職員が現

に監護するもの、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２７条第１項第

３号の規定により同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親である職員に

委託されている児童又は同条第１号に規定する養育里親である職員（児童の親

その他の同法第２７条第４項に規定する者の意に反するため、同項の規定によ

り、同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託する

ことができない職員に限る。）に同法第２７条第１項第３号の規定により委託

されている当該児童を含む。以下この項及び次条第１項において同じ 。）」 を

「小学校就学の始期に達するまでの子」に改める。 

第５３条第２項中「無給休暇は」の次に「、子育て部分休暇」を加える。 

第５７条から第５９条までを次のように改める。 

（子育て部分休暇） 

第５７条 職員は、次に掲げる子の養育をする必要がある場合であって、１日 
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 の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められるときには 

 、子育て部分休暇を受けることができる。 

（１） 満６歳に達する日後の最初の４月１日から満１２歳に達する日以後

の最初の３月３１日までの間にある子 

（２） 児童福祉法第４条第２項に規定する障害児である子で、満１２歳に

達する日後の最初の４月１日から満１５歳に達する日以後の最初の３月３

１日までの間にあるもの 

２ 子育て部分休暇の期間は、前項各号に掲げる子の養育をするために必要と 

 認められる期間とする。 

３ 子育て部分休暇は、３０分単位とし、１日を通じ２時間を超えない範囲内 

 の時間とする。 

第５８条及び第５９条 削除 

 第８７条から第９６条までを次のように改める。 

 （懲戒） 

第８７条 職員の懲戒については、北九州市職員の懲戒の手続及び効果に関す 

 る条例（昭和３８年北九州市条例第１９号）の定めるところによるほか、職 

 員の懲戒の手続及び効果に関する規則（昭和３８年北九州市人事委員会規則 

 第１３号）の規定の例による。 

第８８条から第９６条まで 削除 

 第４号様式中「病気休暇」の次に「・子育て部分休暇」を加える。 

付 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規程の施行の際、現に存する旧様式による用紙については、なお当分 

 の間これを取り繕って使用することができる。 
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北九州市交通局管理規程第４号 

北九州市交通局会計年度任用職員就業規程の一部を改正する規程を次のよう

に定める。 

令和７年３月３１日 

                 北九州市交通局長 白 石   基 

北九州市交通局会計年度任用職員就業規程の一部を改正する規程 

北九州市交通局会計年度任用職員就業規程（令和２年北九州市交通局管理規

程第５号）の一部を次のように改正する。 

第２９条第１項本文中「子」の次に「（民法（明治２９年法律第８９号）第

８１７条の２第１項の規定により会計年度任用職員が当該会計年度任用職員と

の間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求し

た者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。）で

あって、当該会計年度任用職員が現に監護するもの、児童福祉法（昭和２２年

法律第１６４号）第２７条第１項第３号の規定により同法第６条の４第２号に

規定する養子縁組里親である会計年度任用職員に委託されている児童及び同条

第１号に規定する養育里親である会計年度任用職員（児童の親その他の同法第

２７条第４項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第６条

の４第２号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない

会計年度任用職員に限る。）に同法第２７条第１項第３号の規定により委託さ

れている当該児童を含む。以下同じ 。）」 を加える。 

第３７条第１項中「３歳に満たない子（民法（明治２９年法律第８９号）第

８１７条の２第１項の規定により会計年度任用職員が当該会計年度任用職員と

の間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求し

た者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。）で

あって、当該会計年度任用職員が現に監護するもの、児童福祉法（昭和２２年

法律第１６４号）第２７条第１項第３号の規定により同法第６条の４第２号に

規定する養子縁組里親である会計年度任用職員に委託されている児童及び同条

第１号に規定する養育里親である会計年度任用職員（児童の親その他の同法第

２７条第４項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第６条

の４第２号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない

会計年度任用職員に限る。）に同法第２７条第１項第３号の規定により委託さ

れている当該児童を含む。以下この項及び次条第１項において同じ 。）」 を「

小学校就学の始期に達するまでの子」に改める。 

第３９条第２項中「及び特別休暇」を「、特別休暇」に、「とする」を「及

び病気休暇とする」に改め、同条第３項中「、病気休暇」を削る。 
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第５６条から第５８条までを次のように改める。 

（懲戒） 

第５６条 懲戒については、北九州市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例 

 （昭和３８年北九州市条例第１９号）の定めるところによるほか、職員の懲 

 戒の手続及び効果に関する規則（昭和３８年北九州市人事委員会規則第１３ 

 号）の規定の例による。 

第５７条及び第５８条 削除 

付 則 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 
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北九州市交通局管理規程第５号 

北九州市交通局事務分掌規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

令和７年３月３１日 

                 北九州市交通局長 白 石   基 

北九州市交通局事務分掌規程の一部を改正する規程 

北九州市交通局事務分掌規程（昭和３８年北九州市交通局管理規程第３５号

）の一部を次のように改正する。 

第２条営業推進課の項中「営業推進課」を「運輸サービス課」に、「施設整

備係」を「整備係」に改める。 

第３条営業推進課の項中「営業推進課」を「運輸サービス課」に、「施設整

備係」を「整備係」に改める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 （北九州市交通局統計事務規程の一部改正） 

２ 北九州市交通局統計事務規程（昭和３８年北九州市交通局管理規程第８号

）の一部を次のように改正する。 

  第５条中「営業推進課長」を「運輸サービス課長」に改める。 

（北九州市交通局事務専決規程の一部改正） 

３ 北九州市交通局事務専決規程（昭和３８年北九州市交通局管理規程第２７

号）の一部を次のように改正する。 

  第３条営業推進課長専決事項の項中「営業推進課長専決事項」を「運輸サ

ービス課長専決事項」に改め、同項第１号中「営業推進課長」を「運輸サー

ビス課長」に改める。 

別表第２の（１） 支出負担行為に関すること。の事故賠償費の執行の項

中「営業推進課長」を「運輸サービス課長」に改める。 

 （北九州市交通局自動車運行管理規程の一部改正） 

４ 北九州市交通局自動車運行管理規程（昭和３８年北九州市交通局管理規程

第３２号）の一部を次のように改正する。 

  第３条中「営業推進課長」を「運輸サービス課長」に改める。 

  第４条中「営業推進課長」を「運輸サービス課長」に、「したがい」を「

従い」に改める。 

  第７条第１項中「営業推進課」を「運輸サービス課」に改める。 

  第１０条中「営業推進課長」を「運輸サービス課長」に改める。 

 （北九州市交通局就業規程の一部改正） 
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５ 北九州市交通局就業規程（昭和３９年北九州市交通局管理規程第９号）の

一部を次のように改正する。 

  第４条第２項第１号中「営業推進課長」を「運輸サービス課長」に改める

。 

  別表第１の営業推進課の項中「営業推進課」を「運輸サービス課」に、「

施設整備係」を「整備係」に改める。 

 （北九州市交通局自動車整備管理規程の一部改正） 

６ 北九州市交通局自動車整備管理規程（昭和４１年北九州市交通局管理規程

第４号）の一部を次のように改正する。 

  第３条及び第６条第５号ア中「営業推進課長」を「運輸サービス課長」に

改める。 

 （北九州市交通局会計規程の一部改正） 

７ 北九州市交通局会計規程（昭和４３年北九州市交通局管理規程第４号）の

一部を次のように改正する。 

  第３条第２項中「営業推進課長」を「運輸サービス課長」に改め、同条第

３項中「営業推進課長」を「運輸サービス課長」に、「営業推進課企業出納

員」を「運輸サービス課企業出納員」に改め、同条第４項中「営業推進課企

業出納員」を「運輸サービス課企業出納員」に改める。 

  第４条第４号及び第７号並びに第６条の見出し及び同条各号列記以外の部

分中「営業推進課企業出納員」を「運輸サービス課企業出納員」に改める。 

  第１５条第１項第２号中「営業推進課長」を「運輸サービス課長」に改め

る。 

  第２２条、第２３条第１項、第３０条第１項及び第２項、第３４条各号列

記以外の部分並びに第３６条本文中「営業推進課企業出納員」を「運輸サー

ビス課企業出納員」に改める。 

  第４８条第２項第２号中「営業推進課」を「運輸サービス課」に改める。 

  第７３条、第７７条第１項、第７８条第１項、第７９条、第８０条本文、

第８２条第１項及び第２項、第８３条並びに第８４条第２項中「営業推進課

企業出納員」を「運輸サービス課企業出納員」に改める。 

  第８５条中「営業推進課長」を「運輸サービス課長」に改める。 

  第８６条、第８７条第１項、第９０条、第９１条第２項、第１２２条第２

項、第１２７条の２及び第１５０条中「営業推進課企業出納員」を「運輸サ

ービス課企業出納員」に改める。 

  別表第１中 
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 「 

                                 を 

                                」 

 「 

                                 に 

                                」 

 改める。 

  別表第２中 

 「 

 

 

                                 を 

 

 

                                」 

 「 

 

 

                                 に、 

 

 

                                」 

 「              「 

 

 

                                  

 

               を              に 

                 

 

 

 

              」              」 

改める。 

 （北九州市交通局出納取扱金融機関等事務取扱規程の一部改正） 

営業推進課企業出納員 営業推進課運輸サービス係長 

運輸サービス課企業出納員 運輸サービス課運輸サービス係長 

北九州市 

交通局営 

業推進課 

企業出納 

員印 

れ 

い 

書 

方 

20 

 営業推進課 

企業出納員 

の権限に属 

する公文書 

用 

交通局営業推 

進課 

北九州市交通 

局営業推進課 

企業出納員印 

北九州市 

交通局運 

輸サービ 

ス課企業 

出納員印 

方 

20 

れ 

い 

書 

 運輸サービ 

ス課企業出 

納員の権限 

に属する公 

文書用 

交通局運輸サ 

―ビス課 

北九州市交通局 

運輸サービス課 

企業出納員印 

交通局 

 総務経営課 

 営業推進課 

  若松営業所 

  向田営業所 

  ＮＣ若松商連案内 

  所 

  折尾駅前案内所 

  二島案内所 

交通局 

 総務経営課 

 運輸サービス課 

  若松営業所 

  向田営業所 

  ＮＣ若松商連案内 

  所 

  折尾駅前案内所 

  二島案内所 
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８ 北九州市交通局出納取扱金融機関等事務取扱規程（昭和４８年北九州市交

通局管理規程第２号）の一部を次のように改正する。 

  別表の出納取扱金融機関の項及び収納取扱金融機関の項中「営業推進課企

業出納員」を「運輸サービス課企業出納員」に改める。 

 （北九州市交通局庁内管理規程の一部改正） 

９ 北九州市交通局庁内管理規程（昭和５０年北九州市交通局管理規程第４号

）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２項中「営業推進課長」を「運輸サービス課長」に改める。 
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北九州市公営競技局管理規程第２号 
 北九州市公営競技局職員就業規程の一部を改正する規程を次のように定める

。 
  令和７年３月３１日 
               北九州市公営競技局長 春 日 伸 一   
   北九州市公営競技局職員就業規程の一部を改正する規程 
 北九州市公営競技局職員就業規程（平成３０年北九州市公営競技局管理規程

第２４号）の一部を次のように改正する。 
 第１４条第１項中「３歳に満たない」を「小学校就学の始期に達するまでの

」に改め、「この項及び次条第１項において」を削る。 
 第１９条第２項中「第３３条」を「第３０条第７項及び第３３条」に改める

。 
 第２１条第２項中「無給休暇は」の次に「、子育て部分休暇」を加える。 
 第２５条の次に次の１条を加える。 
 （子育て部分休暇） 
第２５条の２ 職員は、次に掲げる子の養育をする必要がある場合であって、 
 １日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められるとき  
 には、子育て部分休暇を受けることができる。 
 （１） 満６歳に達する日後の最初の４月１日から満１２歳に達する日以後 
  の最初の３月３１日までの間にある子 
 （２） 児童福祉法第４条第２項に規定する障害児である子で、満１２歳に 
  達する日後の最初の４月１日から満１５歳に達する日以後の最初の３月３ 
  １日までの間にあるもの 
２ 子育て部分休暇の期間は、前項各号に掲げる子の養育をするために必要と 
 認められる期間とする。 
３ 子育て部分休暇は、３０分単位とし、１日を通じ２時間を超えない範囲内 
 の時間とする。 
 第３０条中第６項を第９項とし、第５項を第８項とし、第４項の次に次の３

項を加える。 
５ 第１項の規定により子育て部分休暇の承認を受けようとする職員は、あら 
 かじめ子育て部分休暇を受けようとする期間（次項において「部分休暇付与 
 期間」という。）について、公営競技局長の承認を受けなければならない。 
６ 職員が前項の規定により第２５条の２第１項第２号に掲げる子に係る部分 
 休暇付与期間の承認を受けようとするときは、当該子に係る障害者手帳の写 
 しその他の証明書類（以下この項において「障害者手帳の写し等」という。 
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 ）を提出しなければならない。ただし、部分休暇付与期間の承認を受けた職 
 員が当該部分休暇付与期間に引き続く部分休暇付与期間の承認を受けようと 
 する場合において、当初の部分休暇付与期間の承認を受けた際に提出した障 
 害者手帳の写し等の内容に変更がないと公営競技局長が認めたときは、この 
 限りでない。 
７ 育児休業法第５条及び第１６条並びに育児休業条例第１４条の規定は、子 
 育て部分休暇について準用する。 
   付 則 
 この規程は、令和７年４月１日から施行する。 
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北九州市公営競技局管理規程第３号 
 北九州市公営競技局会計年度任用職員就業規程の一部を改正する規程を次の

ように定める。 
  令和７年３月３１日 
               北九州市公営競技局長 春 日 伸 一   
   北九州市公営競技局会計年度任用職員就業規程の一部を改正する 
   規程 
 北九州市公営競技局会計年度任用職員就業規程（令和２年北九州市公営競技

局管理規程第３号）の一部を次のように改正する。 
 第１３条第１項中「３歳に満たない」を「小学校就学の始期に達するまでの

」に改め、「この項及び次条第１項において」を削る。 
 第２０条第２項中「及び特別休暇」を「、特別休暇」に、「とする」を「及

び病気休暇とする」に改め、同条第３項中「、病気休暇」を削る。 
   付 則 
 この規程は、令和７年４月１日から施行する。 
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勤務条件に関する措置の要求に関する規則等の一部を改正する等の規則をこ

こに公布する。 

令和７年３月３１日 

             北九州市人事委員会委員長 髙 橋 直 人 

北九州市人事委員会規則第４号 

勤務条件に関する措置の要求に関する規則等の一部を改正する等

の規則 

 （勤務条件に関する措置の要求に関する規則の一部改正） 

第１条 勤務条件に関する措置の要求に関する規則（昭和３８年北九州市人事

委員会規則第１５号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２項各号列記以外の部分中「、措置の要求を行なう職員（以下「

要求者」という。）が記名押印して」を削り、同項第１号中「要求者」を「

措置の要求を行う職員（以下「要求者」という 。）」 に、「および」を「及

び」に、「ならびに」を「並びに」に改め、同項第４号中「または」を「又

は」に、「すでに」を「既に」に改め、「管理し」の次に「、及び」を加え

、「および」を「及び」に、「行なつた」を「行った」に改める。 

 （北九州市職員の給与に関する条例施行規則の一部改正） 

第２条 北九州市職員の給与に関する条例施行規則（昭和４１年北九州市人事

委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。 

  第１号様式及び第２号様式を次のように改める。 
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 第１号様式（第６条関係） 
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第３号様式（表）中「係長印」を「係長」に、「命令印」を「命令」に

、「確認印」を「確認」に改め、同様式（裏）中 

 「          「 

 

          

 

 

         

 改める。 

 （通勤手当に関する規則の一部改正） 

第３条 通勤手当に関する規則（昭和４１年北九州市人事委員会規則第１３号

）の一部を次のように改正する。 

  様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

所

属

長

印 

 
」  

を  

    

 
」  

に  
所

属

長 
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 様式（第３条関係） 
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 （住居手当に関する規則の一部改正） 
第４条 住居手当に関する規則（昭和４６年北九州市人事委員会規則第９号）

の一部を次のように改正する。 
  様式を次のように改める。 
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 様式（第５条関係） 
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（単身赴任手当に関する規則の一部改正） 

第５条 単身赴任手当に関する規則（平成２年北九州市人事委員会規則第８号

）の一部を次のように改正する。 
  様式（表）中「所属長認印」を「所属長」に改め、「㊞」を削り、同様式

（裏）を次のように改める。 
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（北九州市人事委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の一部改正） 
第６条 北九州市人事委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則（平成６

年北九州市人事委員会規則第１５号）の一部を次のように改正する。 
  第１３条第１項各号列記以外の部分及び同条第３項各号列記以外の部分中

「、主宰者がこれに記名押印し」を削り、同項中第３号を第４号とし、第２

号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 
  （２） 主宰者の職名及び氏名 
  第１６条第１項各号列記以外の部分中「、これに記名押印し」を削る。 
 （職員団体の登録等に関する規則の一部改正） 
第７条 職員団体の登録等に関する規則（平成７年北九州市人事委員会規則第

３号）の一部を次のように改正する。 
  第１号様式から第８号様式までの規定中「印」を削る。 
 （不利益処分についての審査請求に関する規則の一部改正） 
第８条 不利益処分についての審査請求に関する規則（平成９年北九州市人事

委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。 
  第３条第２項各号列記以外の部分中「、審査請求人が記名押印し」を削る

。 
第４０条第２項及び第４４条第３項中「押印」を削る。 
第５７条第４項各号列記以外の部分中「、再審を請求する者（以下「再審

請求者」という。）が記名押印し」を削り、同項第１号及び第２号中「再審

請求者」を「再審を請求する者」に改める。 
 （北九州市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審

査の請求に関する規則の一部改正） 
第９条 北九州市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償

の審査の請求に関する規則（平成１４年北九州市人事委員会規則第１１号）

の一部を次のように改正する。 
  第２条第１項各号列記以外の部分中「に記名押印して、」を「を」に改め

る。 
 （北九州市職員の退職管理に関する規則の一部改正） 
第１０条 北九州市職員の退職管理に関する規則（平成２８年北九州市人事委

員会規則第９号）の一部を次のように改正する。 
  第１９条中第６号を削り、第７号を第６号とし、第８号を第７号とし、第

９号を第８号とし、第１０号を削る。 
  第１号様式（１枚目）及び第２号様式中「㊞」を削る。 
 （北九州市人事委員会規則に規定する届出書等の押印の特例に関する規則の

70



廃止） 
第１１条 北九州市人事委員会規則に規定する届出書等の押印の特例に関する

規則（令和２年北九州市人事委員会規則第７号）は、廃止する。 
付 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙は、当分の間、これを取

り繕って使用することができる。 
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北九州市職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則をここに

公布する。 

令和７年３月３１日 

             北九州市人事委員会委員長 髙 橋 直 人 

北九州市人事委員会規則第５号 

北九州市職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規

則 

 （北九州市職員の給与に関する条例施行規則の一部改正） 

第１条 北九州市職員の給与に関する条例施行規則（昭和４１年北九州市人事

委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。 

  第７条第２項第１号中「配偶者」の次に「（届出をしないが事実上婚姻関

係と同様の事情にある者を含む 。）」 を加える。 

  第１０条の２第２号中「１００分の１０」を「１００分の８」に改める。 

  第２２条の２の前の見出し、同条及び第２２条の３を削り、第２２条の４  

 を第２２条の２とする。 

  付則に次の３項を加える。 

  （令和６年改正条例付則第８項及び第９項の規定が適用される間の読替え   

  ） 

 １２ 令和７年４月１日から令和９年３月３１日までの間は、第６条中「条 

例第１３条第１項」とあるのは、「北九州市職員の給与に関する条例等の

一部を改正する条例（令和６年北九州市条例第４２号。以下「令和６年改

正条例」という。）付則第８項及び第９項の規定により読み替えられた条

例第１３条第１項」とする。 

  （行政職給料表の６級以上の職員に相当する者） 

 １３ 令和６年改正条例付則第９項の規定により読み替えられた条例第１２

条第１項に規定する人事委員会規則で定める者は、次に掲げる者とする。 

  （１） 消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が６級以上であ

るもの 

  （２） 研究職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が４級であるも

の 

  （３） 医療職給料表（１）の適用を受ける職員でその職務の級が３級以

上であるもの 

  （地域手当に関する特例措置） 

 １４ 当分の間、第１０条の２第２号の規定の適用については、同号中「１

００分の８」とあるのは、「１００分の９」とする。 
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 （住居手当に関する規則の一部改正） 
第２条 住居手当に関する規則（昭和４６年北九州市人事委員会規則第９号）

の一部を次のように改正する。 
  第２条第２号中「条例第１２条に規定する扶養親族で条例第１３条第１項

の規定による届出がされている者に限る。」を「職員の配偶者（届出をしな

いが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ

。）で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び条

例第１２条第２項に規定する扶養親族をいう。」に改め、「（婚姻の届出を

していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号にお

いて同じ 。）」 を削る。 
  第４条中「（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の４第

１項の規定により採用された職員を除く 。）」 を削り、「同規則第５条第３

項第３号」を「同項第３号」に改め、「移転（」の次に「新たに給料表の適

用を受けることとなった者又は」を加え、「又は同条第１項」を「若しくは

同条第１項」に改める。 
  第８条第１項本文中「欠くに至った日」の次に「（人事委員会が定める場

合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で人事委員会が定める日

）」を加える。 
（外国の地方公共団体の機関等に派遣される北九州市職員の処遇等に関する

規則の一部改正） 
第３条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される北九州市職員の処遇等に関

する規則（昭和６３年北九州市人事委員会規則第５号）の一部を次のように

改正する。 
  第３条第１項中「（当該一般の派遣職員が派遣の日の属する月の初日から

派遣先の機関の所在する国に所在する大使館に勤務する外務公務員（以下「

所在国勤務の外務公務員」という。）であるとした場合に在外公館の名称及

び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律（昭和２７

年法律第９３号。以下「外務公務員給与法」という。）の規定により配偶者

手当が支給されることとなる職員については、配偶者に係る分を除く 。）」

を削り、「所在国勤務の外務公務員である」を「派遣先の機関の所在する国

に所在する大使館に勤務する外務公務員である」に、「外務公務員給与法の

」を「在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与

に関する法律（昭和２７年法律第９３号）の」に改める。 
  付則に次の１項を加える。 
  （令和９年３月３１日までの間における外務公務員であるとした場合に配 
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偶者手当が支給されることとなる職員の扶養手当に関する経過措置） 
 ５ 令和７年４月１日から令和９年３月３１日までの間は、第３条第１項中

「及び扶養手当」とあるのは、「及び扶養手当（当該一般の派遣職員が派

遣の日の属する月の初日から派遣先の機関の所在する国に所在する大使館

に勤務する外務公務員（以下「所在国勤務の外務公務員」という。）であ

るとした場合に在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公

務員の給与に関する法律（昭和２７年法律第９３号。以下「外務公務員給

与法」という。）の規定により配偶者手当が支給されることとなる職員に

ついては、配偶者に係る分を除く 。）」 と、「派遣先の機関の所在する国

に所在する大使館に勤務する外務公務員」とあるのは、「所在国勤務の外

務公務員」と、「在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務

公務員の給与に関する法律（昭和２７年法律第９３号）」とあるのは、「

外務公務員給与法」とする。 
 （単身赴任手当に関する規則の一部改正） 

第４条 単身赴任手当に関する規則（平成２年北九州市人事委員会規則第８号

）の一部を次のように改正する。 
  第１条の次に次の１条を加える。 
  （適用除外職員） 

第１条の２ 条例第１５条の２第１項の人事委員会規則で定める職員は、次

に掲げる職員とする。 
（１） 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第１５条第１項に

規定する企業職員及び北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の

教職員の給与に関する条例（平成２８年北九州市条例第５７号）第２条

第１号に規定する教職員から引き続き給料表の適用を受ける職員（新た

に給料表の適用を受ける日の前日において単身赴任手当の支給を受けて

いた職員で同日から引き続き同一の給料表の適用を受けるとした場合に

当該単身赴任手当の支給を受けることとなる職員を除く。）となった者 
（２） 前号に掲げる職員に準ずるものとして人事委員会が定める職員 

 第２条第１号中「配偶者が」を「配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係

と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）が」に改める。 
 第５条第３項第１号を次のように改める。 

（１） 削除 
第５条第３項第７号中「又は定年前再任用をされたこと」を削り、「適用

又は定年前再任用」を「適用」に改める。 
 第９条第１項本文中「欠くに至った日」の次に「（人事委員会が定める場
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合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で人事委員会が定める日

）」を加える。 
 様式（裏）中「と、定年前再任用された者にあっては「異動」とあるのを

「定年前再任用」」を削る。 
付 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙は、当分の間、これを取

り繕って使用することができる。 
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北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の給与に関する条例

施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和７年３月３１日 

             北九州市人事委員会委員長 髙 橋 直 人 

北九州市人事委員会規則第６号 

北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の給与に 

関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の給与に関する条例

施行規則（平成２９年北九州市人事委員会規則第１号）の一部を次のように改

正する。 
 第４条第２号中「１００分の１０」を「１００分の８」に改める。 

 付則第４項の次に次の１項を加える。 

 （地域手当に関する特例措置） 

５ 当分の間、第４条第２号の規定の適用については、同号中「１００分の８ 

」とあるのは、「１００分の９」とする。 

   付 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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正誤表 

年 号 頁 訂正箇所 正 誤 

令和６年 第５７３４号 ２６ 指定管理者

に指定した

者の住所 

東京都文京

区大塚三丁

目１番１号 

東京都文京

区大塚三丁

目１番６号 
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